
28 畜産・酪農の生産力強化
【２２１（２５８）百万円】

対策のポイント
畜産・酪農の生産力強化を図るため、肉用牛及び乳用牛の繁殖性を向上させ

る技術の開発を推進します。

＜背景／課題＞
・大家畜経営の高齢化・離農等による生産基盤の縮小が懸念される中、
① においては、 し、和牛繁殖経営 繁殖成績の低下等により、和子牛の生産が減少
② においても、交雑種の生産が増加する一方で、 してい酪農経営 乳用種後継雌牛が減少

ます。
・このため、雌牛の繁殖性を向上させる技術を開発し、畜産・酪農の生産力を強化する

必要があります。

政策目標
雌牛の分娩間隔を20日間以上短縮する技術を開発（平成31年度）

＜主な内容＞
和牛・生乳の生産拡大を支える研究開発（委託プロジェクト研究）

２２１（２５８）百万円
（１）繁殖機能の早期回復技術及び精液の高品質化技術の開発

分娩後の卵巣・子宮機能の回復の遅れの早期判定 精液の高品質化 受胎や を通じた
を推進します。率の向上のための技術開発

（２）超早期妊娠診断技術等の開発
受胎時に発現する遺伝子情報を活用し、現行の妊娠診断時期（人工授精後28日前

超早期妊娠診断技術や長期不受胎牛判定技術の後）の半分程度の時期に診断できる
を推進します。開発

生産現場強化のための研究開発（受胎率向上に向けた研究開発）
委託費

委託先：民間団体等

お問い合わせ先：
（１）の事業 技術会議事務局研究統括官（生産技術）

（０３－３５０２－２５４９）
（２）の事業 技術会議事務局研究開発官（基礎・基盤、環境）

（０３－３５０２－０５３６）
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人工授精
（1回目） 

超音波装置での
妊娠診断 

超早期 
妊娠診断 

牛の分娩間隔を平均で20日以上短縮 
年間300億円規模の低コスト化を実現 

和牛・生乳の生産拡大を支える研究開発 

○ 近年、雌牛の分娩後における繁殖機能の回復遅延、人工授精における受胎率の低下、発情兆候の微弱
化（これに伴う再授精期の見落とし）等により分娩間隔が長期化しており、和子牛や乳用後継牛の生
産頭数減少の一因になっていることから、分娩間隔を短縮するための技術を開発。 

超早期妊娠診断技術等
の開発 

分娩後の卵巣・子宮機能の回復の遅れ
を早期に判定する技術を開発し、迅速
な治療を実施 

低受精能精子 正常精子 

高い受精能力を有する精液を判別す
る技術の精度を改良し、性判別精液
等の品質を向上 

授精適期の早期化 非妊娠牛の再授精
の早期化 

乳用牛 肉用牛 

超早期妊娠診断技術を開発し、人
工授精実施に際し、不受胎後の最
初の再授精期を確実に予測して人
工授精を実施 

受胎率の向上 

人工授精
（2回目） 

再授精期 

21 14 0（日） 

人工授精
（2回目） 

42 28 

再授精期 

現状（最短） 

開発後 

繁殖機能の早期回復技術及び精液の高品質化技術の開発 



29 自給飼料の生産拡大
【１２，５９４（１３，８５５）百万円】

対策のポイント
国産飼料の一層の生産と着実な利用拡大により、飼料自給率の向上を図り、飼

料生産基盤に立脚した力強い畜産経営を確立します。

＜背景／課題＞
・畜産物の生産コストに占める飼料費の割合は、酪農及び肉用牛生産で約４割、養豚及

び養鶏で約６割となっており、飼料価格、特に濃厚飼料原料の大宗を占める輸入穀物
の価格動向は、畜産経営に大きく影響します。

・我が国の畜産・酪農の競争力を強化するためには、輸入飼料依存から脱却し、国産飼
料の一層の生産と利用の着実な拡大により飼料自給率を高め、飼料生産基盤に立脚し
た力強い畜産経営を確立していくことが重要です。

政策目標
○飼料自給率の向上（26％（平成25年度）→40％（平成37年度））
○飼料作付面積の拡大（89万ha（平成25年度）→108万ha（平成37年度））

＜主な内容＞
１．飼料増産総合対策事業 １，０１１（１，０５５）百万円
（１）草地生産性向上対策 ２９０（２９０）百万円

① 草地の生産性向上を図るための草地改良
② 新品種等の優良飼料作物種子の活用促進
③ 飼料生産組織（コントラクター等）の飼料生産技術者の資質向上
④ 配合飼料給与量を低減させる粗飼料や濃厚飼料原料（イアコーン等）の国内生

産・給与技術（スマートフィーディング）の実証
⑤ 地域の大家畜生産のハブとしての公共牧場の機能強化
等を支援します。

補助率：定額、１／２以内、１／３以内
事業実施主体：農業者集団、民間団体

（２）国産粗飼料増産対策 ５５１（５９５）百万円
① コントラクター等が地域の飼料生産の担い手として機能の高度化を図るため、

国のガイドラインに則し、飼料生産作業の集積等により生産機能の強化を図る取
組

② コントラクター等による青刈りとうもろこしなどの栄養価の高い良質な粗飼料
（高栄養粗飼料）の作付・利用拡大等の取組

③ 省力化・低コスト化を図るため地域一体となった放牧の取組
を支援します。

補助率：定額、１／２以内、１／３以内
事業実施主体：農業者集団、民間団体

（３）エコフィード増産対策事業 １７０（１７０）百万円
エコフィードの品質向上及びエコフィード利用畜産物の差別化の促進、地域の

関係者との連携による食品残さ等の飼料利用体制の構築、活用が進んでいない食
品残さを原料としたエコフィードの増産等を支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：農業者集団、民間団体
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２．飼料生産型酪農経営支援事業 ６，８００（６，５８１）百万円
自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家（自給飼料の生産を行うとともに

環境負荷軽減に取り組んでいる者）に対し、飼料作付面積に応じて交付金を交付し
ます。

また、輸入粗飼料の使用量を削減して飼料作付面積を拡大した面積に応じて、交
付金を追加交付（３万円／１ha）します。

補助率：定額

事業実施主体：都道府県協議会、生乳生産者

３．草地関連基盤整備＜公共＞ ４，７８３（６，２１９）百万円
農地集積の加速化、農業の高付加価値化のための大型機械体系に対応した効率的

な飼料生産基盤の整備を支援します。
離農農家の草地の円滑な継承を図るため、草地改良と併せて行う施設用地確保の

ための離農施設の撤去や、牧柵の除去等の簡易な基盤整備等を支援します。
農業農村整備事業（草地関連基盤整備）

補助率：１／２等

事業実施主体：都道府県、事業指定法人等

お問い合わせ先：
１及び３の事業 生産局飼料課 （０３－６７４４－７１９２）
２の事業 生産局畜産企画課 （０３－３５０２－０８７４）



自給飼料の生産拡大

生産性向上のための草地改良、自給飼料
生産技術向上（国産濃厚飼料原料（イア
コーン等）の生産・給与技術の実証）等
を支援

 飼料生産作業の集積によるコントラク
ター等の生産機能等の高度化、省力化・
低コスト化を図るための地域一体となっ
た放牧の取組等を支援

 エコフィードの品質向上及びエコフィ
ード利用畜産物の差別化促進、食品残さ
等の飼料利用体制構築、エコフィードの
増産等を支援

改良後の草地

ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ等機能高度化

濃厚飼料原料の
生産給与技術の実証

放牧の推進

飼料増産総合対策事業

 農地集積の加速化、農業の高付加価値化のための大型機械体系に対応した効率的
な飼料生産基盤の整備を支援

草地関連基盤整備＜公共＞

エコフィード利用
畜産物の差別化

国産飼料の一層の生産と着実な利用拡大により、飼料自給率の向上を図り、飼料生産
基盤に立脚した力強い畜産経営を確立。

飼料生産型酪農経営支援事業

○ 対象者の要件

・ 飼料作付面積が、北海道で４０a／頭、都府県
で１０a／頭以上

・ 環境負荷軽減に取り組んでいること

自給飼料生産基盤に立脚
した経営を行う酪農家に
対し、

 輸入粗飼料の使用量を削減して飼料
作付面積を拡大した面積に応じて、
交付金を追加交付

 飼料作付面積に応じて、
交付金を交付

○ 交付金単価[二作目、契約栽培の面積も対象]

飼料作付面積 １．５万円／１ha

飼料作付面積の拡大 ３万円／１ha（追加交付）

補助率：定額、１／２以内、１／３以内等
エコフィード利用拡大



30 畜産・酪農経営安定対策
【（所要額）１７０，１３６（１７０，８３８）百万円】

対策のポイント
畜種ごとの特性に応じて、畜産・酪農経営の安定を支援することにより、

意欲ある生産者が経営を継続し、その発展に取り組める環境を整備します。

＜背景／課題＞

・酪農、肉用牛繁殖、肉用牛肥育、養豚及び採卵養鶏の各経営安定対策については、畜

種ごとの特性に応じた対策を実施しています。

・これらの対策については、引き続き安定的に実施することが必要です。

政 策 目 標
○生乳の生産量（745万t（平成25年度）→750万t（平成37年度））

○牛肉の生産量（ 51万t（平成25年度）→ 52万t（平成37年度））

○豚肉の生産量（131万t（平成25年度）→131万t（平成37年度））

○鶏卵の生産量（252万t（平成25年度）→241万t（平成37年度））

＜主な内容＞

１．酪農経営安定のための支援

加工原料乳（脱脂粉乳・バター等向け及びチーズ向け生乳）について生産者補給

金を交付するとともに、加工原料乳の取引価格が低落した場合の補塡等を行います。

加工原料乳生産者補給金 （所要額）３０，５６４（３１，０６８）百万円

加工原料乳生産者経営安定対策事業の継続

国産乳製品供給安定対策事業 ３００（５００）百万円

補助率：定額、３／４以内、１／２以内

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、指定生乳生産者団体

（関連対策）

飼料生産型酪農経営支援事業 ６，８００（６，５８１）百万円

自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家に対し、飼料作付面積に応じて交付

金を交付します。

また、輸入粗飼料の使用量を削減して飼料作付面積を拡大した面積に応じて、交付

金を追加交付（３万円／１ha）します。

補助率：定額

事業実施主体：都道府県協議会、生乳生産者

２．肉用牛繁殖経営安定のための支援

肉用子牛価格が保証基準価格を下回った場合の生産者補給金に加え、肉専用種の

子牛価格が発動基準を下回った場合に、差額の３／４を交付します。

肉用子牛生産者補給金 （所要額）２０，２８０（２１，２９６）百万円

肉用牛繁殖経営支援事業 （所要額）１６，８９４（１５，８７７）百万円

補助率：定額、３／４以内

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、都道府県域を範囲とする民間団体

［平成28年度予算の概要］



３．肉用牛肥育経営安定のための支援

粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補

塡金として交付します。（一部の県において地域算定を実施します。）

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）

（所要額）８６，９４２（８６，９４２）百万円

補助率：定額、３／４以内

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、都道府県域を範囲とする民間団体、肥育牛生産者

４．養豚経営安定のための支援

粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補

塡金として交付します。

養豚経営安定対策事業（豚マルキン）

（所要額）９，９６６（９，９６６）百万円

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、肉豚生産者

５．採卵養鶏経営安定のための支援

鶏卵の取引価格が補塡基準価格を下回った場合に差額の９割を補塡するとともに、

取引価格が通常の季節変動を超えて大幅に低下した場合には、成鶏の更新に当たっ

て長期の空舎期間を設ける取組に対し奨励金を交付します。

鶏卵生産者経営安定対策事業 ５，１８９（５，１８９）百万円

補助率：定額、３／４以内、１／４以内

事業実施主体：民間団体

（関連対策）

肉用牛肥育経営維持安定緊急対応業務出資金[新規] ３３１（－）百万円

肥育経営の急激な資金不足に対応するため、（株）日本政策金融公庫に対して出資

を行い、農林漁業セーフティネット資金の貸付けに当たって、無担保・無保証人化を

措置します。

補助率：定額

事業実施主体：（株）日本政策金融公庫

お問い合わせ先：

１の事業 生産局牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８７）

２、５の事業 生産局食肉鶏卵課 （０３－３５０２－５９８９）

３、４の事業（関連対策を含む）

生産局畜産企画課 （０３－３５０２－５９７９）

［平成28年度予算の概要］



酪農の経営安定対策について

国産乳製品供給安定対策事業

加工原料乳生産者補給金制度
加工原料乳地域（北海道）の生乳の再生産の確保等を図ることを目的に、

加工原料乳について生産者補給金を交付。

乳業者の支払分（買取価格）

政府からの交付分

脱
脂
粉
乳
・
バ
タ
ー
等

向
け
生
乳
価
格

補給金

生
産
者
の
手
取
り

チ
ー
ズ
向
け
生
乳
価
格

補給金

生産者団体と乳業
者との交渉で決定

補給金単価及び交付対
象数量は毎年度決定

生産者団体が乳製品を製造し適時に放出する取組や、不需要期の
乳製品需要を創出する取組を支援。

乳製品生産量

乳製品消費量

4  5 6 7     8  9 10    11 12 1   2      3  

対策により需要期に
向けて製造・供給

対策による
需要創出

乳製品製造経費の１／２を補助

（月）

28年度：脱脂粉乳・バター等向け
チーズ向け

：単価12.69円/kg、交付対象数量
：単価15.28円/kg、交付対象数量

：178万トン
： 52万トン

自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家（自給飼料の生産を行
うとともに環境負荷軽減に取り組んでいる者）に対し、飼料作付面積に応
じて交付金を交付。

また、輸入粗飼料の使用量を削減して飼料作付面積を拡大した面積に
応じて、交付金を追加交付（３万円／１ｈａ）。

飼料生産型酪農経営支援事業（関連対策）

○ 対象者の要件

・ 飼料作付面積が、北海道で４０a／頭、都府県で１０a／頭以上

・ 環境負荷軽減に取り組んでいること

○ 交付金単価

・ 飼料作付面積 １．５万円／１ha

・ 飼料作付面積拡大 １．５万円＋３万円／１ha

補塡基準価格

生産者積立金
全
国
平
均
取
引
価
格

生産者 国((独)農畜産業振興機構)

拠出 助成(生産者:国=１:３)

補塡

a-3
年度

a-2
年度

a-1
年度

a
年度

差額
差額×8割

加工原料乳価格（脱脂粉乳・バター等向け及びチーズ向けの生乳価格）
が下落した場合の経営への影響緩和を目的に、生産者と国が拠出して
造成した積立金から補塡。（※ 液状乳製品を含む乳製品向け生乳の入札取引にも対応）

加工原料乳生産者経営安定対策事業



肉用牛、養豚及び採卵鶏の経営安定対策について

肉用牛繁殖経営対策

（子牛価格）

発動基準

肉用牛繁殖経営支援事業

肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに算定）が発動基準
を下回った場合に差額の３／４を交付

肉用子牛生産者補給金制度

肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに算定）が保証基準
価格を下回った場合に補給金を交付

保証基準価格

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）

生
産
コ
ス
ト

家族
労働費

粗
収
益

補塡金

物
財
費
等

差
額 粗収益が生産コストを

下回った場合に積立金
（生産者１：国３）から差
額の８割を補塡

（注）原則として四半期ごと
（当面は月ごと）に算定

※一部の県において地域算定を実施

養豚経営安定対策事業（豚マルキン）

（注）四半期ごとに算定（前
の四半期に発動がな
かった場合は通算）

生
産
コ
ス
ト

家族
労働費

粗
収
益

補塡金

物
財
費
等

粗収益が生産コストを
下回った場合に積立金
（生産者１：国１）から差
額の８割を補塡

肉用牛繁殖経営支援事業

肉用子牛生産者補給金制度

鶏卵生産者経営安定対策事業

［価格］

安定基準価格

補塡基準価格

30日前

標準取引価格

奨励金の対象となる成鶏の出荷

差額の９割を
補塡

この期間は40万羽以上規模は
補塡しない

30日後※

※安定基準価格
を上回る日の前
日までに、食鳥処
理場に予約され
ている場合

差
額



31 ６次産業化等による農林水産物・食品の
高付加価値化等の推進

【２，４０２（２，６８４）百万円】

対策のポイント
農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、農林漁業成長産業化ファンドを

積極的に活用するとともに、介護食品の取組を含めた医福食農連携など多様
な異業種との連携強化による６次産業化の取組等を支援します。

＜背景／課題＞

・農山漁村の所得や雇用の増大を図るためには、農林水産物等の地域資源を活用した６

次産業化、農商工連携、地産地消の取組を推進することが必要です。

・このため、農林漁業成長産業化ファンドによる出資や、医福食農連携など農林漁業者

等と多業種の事業者とのネットワーク形成等の取組を支援する必要があります。

政策目標
○６次産業化の市場規模の拡大

（4.7兆円（平成25年度）→10兆円（平成32年度））
○６次産業化のうち、加工・直売分野における市場規模の拡大

（1.9兆円（平成25年度）→3.2兆円（平成32年度））

＜主な内容＞

１．農林漁業成長産業化ファンドの積極的活用（財投資金） 出資枠１５０億円
貸付枠 ５０億円

（株）農林漁業成長産業化支援機構（Ａ－ＦＩＶＥ）を通じ、農林漁業者等が主

体となって流通・加工業者等と連携する取組に対して、資本の提供と経営支援を一

体的に実施します。また、６次産業化に取り組む農林漁業者等の販路開拓等を支援

する事業者を新たに出資対象に追加するなど、Ａ－ＦＩＶＥの直接出資も積極的に

活用します。

事業実施主体：（株）農林漁業成長産業化支援機構

２．６次産業化支援対策 ２，４０２（２，６８４）百万円
（１）６次産業化ネットワーク活動交付金

地域の創意工夫により、農林漁業者等と食品製造・流通業者等の多様な事業者

が連携したネットワークを構築して行う６次産業化等の取組を推進するため、以

下の取組を実施します。

① ６次産業化等に関する戦略の策定

都道府県及び市町村段階に、行政、農林漁業、商工、金融機関等の関係機関

で構成される６次産業化・地産地消推進協議会を設置し、６次産業化等に関す

る戦略を策定・更新する取組を支援します。

② ６次産業化プランナーの配置

都道府県段階に６次産業化プランナーを配置し、農林漁業者等による６次産

業化の事業計画の作成等を支援する体制を整備します。

③ ６次産業化に取り組む人材育成研修の支援

都道府県又は市町村段階で、６次産業化に取り組む人材を育成するために行

う、経営、マーケティング、資金調達などに必要な知見を得るための研修や６

次産業化事業体等へのインターンシップ研修の取組を支援します。

［平成28年度予算の概要］



④ 加工適性のある作物の導入支援

農林漁業者等が新商品開発に向けて行う、加工適性のある作物を導入する際

の技術習得、試験栽培等の取組を支援します。

⑤ 新商品開発・販路開拓、加工・販売施設整備等の支援

農林漁業者等による新商品の開発・販路開拓、六次産業化・地産地消法等の

認定者による融資を活用した加工・販売施設整備等を支援します。

⑥ 地域ぐるみの６次産業化の支援

市町村の６次産業化等に関する戦略に沿って地域ぐるみで行う、新技術の実

証、新商品の開発（学校給食のメニュー開発、インバウンド等需要向けの新商

品の開発、新しい介護食品の開発等）、販路開拓（学校給食等の地場食材利用拡

大、直売所の多様な販売等）等の取組、加工機械等の整備を支援します。

交付率：都道府県及び市町村へは定額

（事業実施主体へは定額、１／２以内、１／３以内、３／１０以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等

（２）６次産業化サポート事業
６次産業化に取り組む農林漁業者等の事業を総合的にサポートするため、主に

以下の取組を実施します。

① 広域で６次産業化に取り組む事業者向けの支援

広域で６次産業化に取り組む農林漁業者等の各種相談に対応するとともに、

専門性の高いアドバイスを行うため、６次産業化中央サポートセンターによる

６次産業化プランナーの選定・派遣について支援します。

② 商談会等開催支援

６次産業化事業者の販路拡大のための商談会等の開催を支援します。

③ ６次産業化ネットワーク活動の全国的な推進・情報提供支援

地域のモデルとなる６次産業化ネットワーク活動を全国的に展開していくた

め、情報交換会の開催や優良事例の収集・分析、実施モデルの作成、情報誌の

発行等を支援します。

④ ６次産業化・新産業の創出促進

農林漁業者等と異業種の事業者間の連携により、市場ニーズに即した新商品や

新たなサービスを創出するための事業化可能性調査の実施について支援します。

⑤ 地場産食材を活用した栄養改善等の取組の推進

地場産食材を活用した栄養改善のための事業者の取組等を推進するため、優

良事例の収集、研修会の開催、実態調査等を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１、２（１）、（２）①～③の事業

食料産業局産業連携課 （０３－６７３８－６４７３）
２（２）④の事業

食料産業局知的財産課 （０３－６７３８－６４４２）
２（２）⑤の事業

食料産業局食品製造課 （０３－６７４４－２２４９）

［平成28年度予算の概要］



・ 地域の６次産業化等に関する戦略の策定や地域ぐるみの６次産業化の取組を着実に進めるとともに、意欲
ある農林漁業者等の皆様が、明確な事業戦略の下で主体となって６次産業化に取り組めるよう、取組の発展
段階に応じた明確な支援メニューを準備。

６次産業化支援対策等の概要

人材育成研修の支援
（※６次産業化ネットワーク活動交付金）

【平成28年度予算概算決定額： 2,402（2,684）百万円】

・６次産業化の優良事例を収集・分析し、発表会やセミナーの開催を支援。 ・各地の６次産業化の取組を紹介する情報誌「６チャネル」の発行等を支援。

６次産業化ネットワーク活動の全国推進
（※６次産業化サポート事業）

６次産業化情報提供支援
（※６次産業化サポート事業）

・６次産業化・地産地消推進協議会において、農林水産物等の加工、学校給食等の地場食材利用拡大、農観連携による直売所を活用
した多様な販売、医福食農連携による介護食品の導入等の６次産業化等に関する戦略の策定等を支援。〔交付率：定額〕

市町村・都道府県の６次産業化・地産地消推進協議会の開催及び６次産業化等に関する戦略の策定（更新）の支援
（※６次産業化ネットワーク活動交付金）

販路開拓の支援
（※６次産業化ネットワーク活動交付金）

新商品開発の支援加工適性のある
作物の導入支援

（※６次産業化ネットワーク活動交付金）

新商品開発の加工機械の整備支援
（※６次産業化ネットワーク活動交付金）

都道府県で取り組む事業者向けの支援
（※６次産業化ネットワーク活動交付金）

広域で取り組む事業者向けの支援
（※６次産業化サポート事業）

・６次産業化等に取り組む農林漁業者等に対し、事業の発展段階に応じて６次産業化プランナーを個別に派遣し、アドバイスを実施。

＜６次産業化プランナーによる事業の発展段階に応じたアドバイス＞

＜全国的な普及推進活動＞

・都道府県又は市町村が、６次産業化に取り組
む人材を育成するために行う、経営、マーケ
ティング等の研修や６次産業化事業体等への
インターンシップ研修を支援。〔交付率：定額〕

・農林漁業者等や地域ぐるみの新商品の開発
に必要な経費について支援。（地域ぐるみの
場合、学校給食等のメニュー開発、インバウ
ンド等需要向けの新商品の開発、スマイルケ
ア食（新しい介護食品）の開発等を含む。）

・市町村の６次産業化戦略・構想の下、地域ぐるみ
で行う新商品開発に必要な加工機械の整備を支援。

〔交付率：１／２以内、上限30百万円〕

・農林漁業者等や地域ぐるみの販路開拓に
必要な経費について支援。 （地域ぐるみの
場合、学校給食等の地場食材利用拡大、直
売所の多様な販売等の取組を含む。）

・六次産業化・地産地消法等の認定事業者を対
象に、融資を活用した加工・販売施設等の整備
を支援。 〔交付率：３／10以内、上限額１億円〕

輸出・
海外展開

広域・全国展開

新商品開発

付加価値の高い
農林水産物の生産

市場への提供

事
業
拡
大

↑

販
売
開
始

↑

生
産
体
制
確
立

生産基盤の確立 ６次産業化の準備・着手 事業展開

・６次産業化事業者の販路拡大のため
の広域の商談会等の開催を支援。

〔補助率：定額〕

商談会等開催支援
（※６次産業化サポート事業）

・農林漁業者等と異業種の事業者が連携し
て行う、市場ニーズに即した新商品や新た
なサービスの創出に関する事業化可能性
調査を支援。
〔補助率：定額〕

・六次産業化・地産地消法の認定事業者を対象
に、農林漁業者等が主体となって、流通・加工
業者等と連携する取組に対して出資等を実施。

交付率：市町村戦略あり１／２以内
市町村戦略なし１／３以内

交付率：市町村戦略あり１／２以内
市町村戦略なし１／３以内

６次産業化・新産業
の創出促進

（※６次産業化サポート事業）

加工・販売施設等の支援
（※６次産業化ネットワーク活動交付金）

新技術
の実証

・加工適性のある作物を導入する際の技術習得、
試験栽培等の取組を支援。
交付率：市町村戦略あり１／２以内

市町村戦略なし１／３以内

農林漁業成長産業化ファンド
による出融資・経営支援

〔出資枠150億円、貸付枠50億円〕

６次産業化に取り組むに当たっては、明確な事業
戦略の下、付加価値の高い農林水産物の生産、
新商品開発など初期段階の課題を一つ一つ乗り
越え、商品の量産体制を築き、市場への提供へと
つなげていくことが重要。

地域内での展開

取
引
価
格
決
定

↑

流
通
チ
ャ
ネ
ル

決
定

↑
販
路
開
拓

↑

試
作
品

↑

調
査

↑

構
想



32 薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業
【４６７（４２３）百万円】

対策のポイント
薬用作物等の産地形成を加速化させるため、栽培実証ほ場の設置等のほか、

事前相談窓口の設置や栽培技術の指導体制の確立に向けた取組を支援します。

＜背景／課題＞
・漢方薬等の原料となる薬用作物は、国内需要の拡大が見込まれていることから、産地

と漢方薬メーカーとのマッチングの促進、栽培技術確立のための実証ほ場の設置、農
業機械の改良等に対する支援を通じ、産地化を推進してきました。

・このような中、新たに産地化を検討する地域等では、常時相談できる相談窓口の設置
や専門家による栽培技術指導など一体的・継続的に支援する体制整備が必要です。

政策目標
薬用作物の試験栽培等を通じて新たな産地を創出し、国内生産量を２倍に

拡大（900トン（平成22年度）→1,800トン（平成30年度））

＜主な内容＞
１．産地支援体制整備［新規］

新たに産地化を検討する地域等における産地形成を加速化するため、事前相談・
マッチング窓口の設置や栽培技術指導の確立に向けた支援体制の整備を支援します。

２．新産地等確立支援
（１）地域ごとの気象条件・土壌条件等に適した品種の選定や栽培マニュアルの作成
（２）安定生産に資する栽培技術確立のための実証ほ場の設置
（３）低コスト生産体制の確立に向けた農業機械の改良

等を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 厚生労働省 ・漢方薬メーカーの需要情報の取りまとめ、提供

・薬用作物の新たな育種、栽培、生産技術に関する研究の推進

（関連対策）
１．薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の開発（委託プロジェクト研究）［新規］

８０（－）百万円
カンゾウ、トウキ等の需要が多い品目について、他作物の研究者・研究機関が蓄積

している知見や技術も幅広く活用しつつ、低コストで安定生産が可能となる技術の実
用化を推進します。

委託費
委託先：民間団体等

２．薬用作物等地域特産作物向け防除体系の確立推進事業［新規］
２６（－）百万円

薬用作物等の地域特産作物について、農薬の適用拡大に必要な薬効薬害・作物残留
試験等の実施及びＩＰＭ（多様な防除技術を組み合わせた病害虫防除体系）を活用し
た標準的な病害虫防除体系の確立に対して支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先： 生産局地域対策官 （０３－６７４４－２１１７）
関連対策１の事業 技術会議事務局研究統括官（生産技術）

（０３－３５０２－２５４９）
２の事業 消費・安全局植物防疫課 （０３－３５０２－３３８２）

［平成28年度予算の概要］



薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業

産地等確⽴⽀援事業により
・実証ほ場設置
・農業機械の改良
・栽培マニュアルの作成

〇これまで、産地と漢⽅薬メーカーとのマッチングや栽培技術の確⽴を⽀援するなどにより、
その産地化を後押し。
〇今後、着実な産地化の取組を促進するため、これまでの取組に加え、事前相談等の常設窓
⼝の設置や現場における技術確⽴等の取組を⼀体的に実施する体制を整備する必要。

事前相談、マッチング促進等
の常設窓⼝の設置等を⽀援

厚⽣労働省、関係団体と連携し、
薬⽤作物に係る情報交換やマッ
チングの促進のためのブロック
会議を開催。

指導体制の確⽴薬⽤作物は、その８割以上を中国
からの輸⼊に依存。

厚⽣労働省、関係団体と連携した⼀体的・継続的な⽀援体制の構築による産
地形成の加速化今後の展開方向

現場における栽培技術の指導
体制の確⽴を⽀援

⼀⽅、耕作放棄地の活⽤や中⼭間
地域の活性化につながる作物として
⾼い関⼼。

・⼗分な知⾒をもたずに取
り組み、産地化に失敗。

・相談窓⼝が存在しない

相談体制の確⽴

新たな支援策

現状 新たな課題

・現場に栽培指導者がいない
・普及指導員の経験が浅い
・薬⽤作物に関する知⾒が少
ない

【平成28年度予算概算決定額467（423）百万円】

（※補助率：定額、１／２以内）事業内容



33 新品種・新技術の開発・保護・普及
【４，２８０（５，７０２）百万円】

対策のポイント
新たな品種や生産技術を用いて、消費者や実需者のニーズに的確に対応するとと

もに、戦略的に知財も活用し、品質・ブランド力など「強み」のある農畜産物を日
本各地に続々と生み出します。

＜背景／課題＞
・農業の競争力の強化を図るため、新品種・新技術の開発・普及や知的財産の保護と積極的な
活用により、「強み」のある農畜産物の創出を進めることが重要です。

・このため、マーケットインの発想から、実需者等と一体的に品種育成や産地づくりを進める
取組、戦略的な知財活用の取組等を推進することが必要です。

政策目標
平成26年度から平成28年度までの３年間で新たに「強み」のある農畜産物を100以

上創出

＜主な内容＞
１.「強み」を生み出すための品種等開発の加速化 １，７３９（２，９０７）百万円

実需者や産地が参画したコンソーシアムを構築し、育種当初から実需等ニーズを的確に反
映させた新品種の開発、育種期間の短縮に資するＤＮＡマーカーの開発等を推進するととも
に、有望な遺伝資源保有国との遺伝資源取得ルートの確立、種苗産業の総合的な機能強化に
向けた環境整備等を推進します。

①ゲノム情報を活用した農産物の次世代生産基盤技術の開発
５７６（１，２１０）百万円

②農林水産分野における遺伝資源利用促進事業 ２９（３２）百万円
③種苗産業海外展開促進事業 ３０（１４）百万円

等
委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

２.「強み」を活かすための産地化支援 ２，３６７（２，５９５）百万円
「強み」のある産地形成を図るため、新品種や新技術等を活用して、実需者、農業者、普

及指導員等が一体となり、新たな産地形成を行う取組等を総合的に支援します。
強い農業づくり交付金（優先枠） ２，０００（２，０００）百万円

交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体、事業協同組合等
新品種・新技術活用型産地育成支援事業等 ３６７（５９５）百万円

補助率：定額、１／３以内等
事業業施主体：協議会（農業者、実需者等で構成）、都道府県等

３.「強み」を守るための知的財産の保護・活用 １７４（－）百万円
地理的表示保護制度に係る登録申請に対する支援及び制度の普及啓発、ＧＩ等を活用した

地域ブランド化とビジネス化の支援等を推進します。
地理的表示等活用総合対策事業 １７４（－）百万円

委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１の①の事業 技術会議事務局研究開発官（基礎・基盤、環境）

（０３－３５０２－７４３５）
１の②の事業 大臣官房政策課環境政策室 （０３－６７４４－２０１７）
１の③、３の事業 食料産業局知的財産課 （０３－６７３８－６１６９）
２の事業 生産局総務課生産推進室 （０３－３５０２－５９４５）

［平成28年度予算の概要］



地理的表示（ＧＩ）の活用を中心として、育成

者権や商標権等を組み合わせて産地の「強
み」の保護・活用を図る。

マーケットインの発想で「強み」のある産地を
全国各地に形成。

「強み」を生み出すための優良な品種等を
次々に創出。

新品種・新技術の開発・保護・普及に向けて新品種・新技術の開発・保護・普及に向けて

品種開発の加速化 産地化支援 知的財産の保護・活用

○ 有用な品種の掘り起こしと実需者とのマッチ
ング支援や新品種等の産地への円滑な導入
に向けた取組（栽培マニュアルの作成等）への
支援

○ 共同利用施設整備への支援

○ 種苗生産・管理に必要な技術習得等への支
援

〇 ＧＩの登録申請を支援する窓口の設置
○ ＧＩ制度導入のメリット・効果的な活用方策
の普及啓発

○ 知的財産マネジメントの普及

○ 知的財産に精通した人材育成に向けた研

修会の開催

○ 海外における知的財産の侵害対策の強化

○ 「強み」のある産地を形成するため、品目別方針に基づき、戦略的に育種から産地化、知財保護まで切れ目無く支援

○ 実需等と連携した取組を推進することにより、マーケットインの発想を農業生産に定着。

産地の
「強み」

〔具体的支援策〕 〔具体的支援策〕 〔具体的支援策〕

○ 国立研究開発法人、公設試、大学及び民
間企業の技術力を活かした新品種等の開発

○ 育種期間を短縮するためのDNAマーカー
の開発やDNAマーカー育種への技術的支援

○ 海外遺伝資源取得ルートの確立、海外遺
伝資源の特性情報の解明

○ 種苗産業の総合的な機能強化に向けた環
境整備

ニーズにあった品質・量の農畜産物
を低コストで安定して供給できる「強
み」のある産地を形成

差別化可能な
国産農産物が
欲しい！

安定した取
引がした
い！

新技術

実需者・生産者・普及指導員等
が一体となって取組を実施

供給体制新品種等

需要に即した新品種や
有用な品種を導入

新たな技術の活用により
実需が求める品質で供給

実需に安定供給できる
集出荷体制を整備

暖地向け
パン用小
麦等ニー
ズに応じ
た多様な

新品種を
次々に
創出

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

病気に強い！

DNAタイプの比較結果

病気に弱い

ＤＮＡ
マーカー
育種

海外の優れた
遺伝資源の
導入・提供

多様化

スピードＵＰ

実需等の
ニーズ
把握

開発した
優良品種

育成者権 商標権 特許権

信頼のブランド
でいつも安心

知的財産の適切な管理・活用体制を構築

有用な
品種



34 異分野との融合を含む産学連携の更なる強化
【１，９５６（１，２５０）百万円】

対策のポイント
スピード感をもって事業化・商品化を進めるため、異分野の知識や技術を

結集し、産学連携を強化することにより、革新的な技術の研究開発を推進し

ます。

＜背景／課題＞

・農林水産業・食品産業の成長産業化を図るためには、農林水産・食品分野と異分野と

の融合を含む産学連携の更なる強化により、知識・技術、アイデアを集積させ、革新

、 。的な研究成果を生み出し スピード感をもって事業化・商品化に導くことが重要です

・こうした革新的な研究開発を行うため ｢知｣が集積する産学連携の新たな仕組み ｢知｣、 （

の集積と活用の場）づくりが求められています。

政策目標
「知」が集積する仕組みを活用した実施課題の80％以上で事業化・商品化

が有望な研究成果を創出（平成34年度）

＜主な内容＞

１ 「知」の集積による産学連携推進事業 ２２５（２００）百万円．
農林水産・食品分野と異分野の産学連携を促進するため、多様な民間企業や研究機

関等による 、 などを行います。研究開発プラットフォームを立ち上げ 研究戦略の作成

委託費

委託先：民間団体等

２ 「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業．

１，７３１（１，０５０）百万円
研究戦略に基づき研究開発プラットフォームが行う農林水産・食品分野と医学や工

学など異分野が連携した研究開発を支援します。特に、事業化・商品化の基盤となる

マッチングファンド方式によ革新的な技術開発について、民間企業等との連携を促す

します。る新たな支援の仕組みを導入

また、農林水産業の生産現場や消費者等のニーズに基づき実施される、民間企業等

による事業化に向けた研究開発を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

お問い合わせ先：

技術会議事務局研究推進課産学連携室 （０３－３５０２－５５３０）

［平成28年度予算の概要］



 研究開発の段階
に応じ、マッチング
ファンド（民間企業
と国が共に研究資
金を出し合う）方
式などにより委託
研究を実施。 

異分野との融合を含む産学連携の更なる強化 

  スピード感をもって事業化・商品化を進めるため、異分野の知識や技術を結集し、 
 産学連携を強化することにより、革新的な技術の研究開発を推進。 

「知」の集積産学官連携協議会の形成 
 シンポジウムなどを開催し、生産者、民間企業、大学、研究機関、ＮＧＯ/ＮＰＯ、金融機関、
地方自治体、消費者等の多様な関係者が参加するコミュニティ（協議会）を形成し、研究開
発テーマを設定。 

 異分野の経営者や研究者などによる魅力的なシンポジ
ウムを開催し、農林水産・食品分野への関心を集める。 
 テーマ毎に、ファシリテーター（議論の促進役）が主催す
るセミナー・ワークショップを開催し、共通のテーマに取組
む仲間（研究開発プラットフォーム）作りを行う。 
  

研究開発プラットフォームの構築 
 プロデューサー等によるチーム（プロデューシングチーム）により、事業化・商品化に向けた
連携協定や事業開発指針を作成し、コンソーシアムを構築。 

コンソーシアムによる研究開発推進 
 知財戦略やビジネスプランを作成した上で、異分野の産学連携による研究開発を実施。 
 

基礎     応用       事業化・商品化   

異分野融合 
共同研究 

「知」の集積と活用 
の場による研究開発

モデル事業 

事業化 
促進研究 

プロデューシングチーム 

連携協定 
（知財戦略など） 

オープンに 
議論しましょう 

秘密保持契約
を結びましょう。 

事業開発指針 
（ビジネスプランなど） 

農林水産副産物から
工業用高機能素材
を開発・提供等 

生産者の所得向上のための
農林水産物の輸出インフラの
構築につながる技術開発 

活魚の鮮度保持・輸
送技術を商品化等 

事業化・商品化に
つながる研究成果

を次々と創出 

産

学

連

携

強

化

の
プ

ロ
セ

ス 

麻酔技術を用いた高収容輸送 

麻酔輸送コンテナ 

＜生産者＞ 
○○作業を軽
労化したい！ 

＜農業大学＞ 
開発した農業
の技術シーズ
を活かしたい。 

＜工学ﾒｰｶｰ＞ 
農業分野の人と
話すのは始めて
なんですが・・・ 

＜ITﾒｰｶｰ＞ 
うちのIT技術を
使ってほしい。 

＜生産者＞ 
実は画期的な
栽培技術があ
るんですが・・・ 

＜農業ﾒｰｶｰ＞ 
秘密保持契約を
結んだので・・・ 
実は□□農業
技術を開発中！ 

＜工学ﾒｰｶｰ＞ 
農業用機械を
作ったら本当に
買ってくれるかな。 

＜ITﾒｰｶｰ＞ 
うちも新たな技術
を持ってます！ 

農業で使いたい！ 

一つのコンテナで複数の温度設定が可能 



35 「攻めの農林水産業」の展開に資する研究開発
【 】２，５１７（４，００１）百万円

対策のポイント
国内外の市場の開拓、効率的で力強い生産現場の構築等のための研究開発

を推進します。

＜背景／課題＞
輸出の拡大 輸入品に対抗できる高い品質を有・農林水産業の成長産業化のためには、 、

、 。する農林水産物の安定生産 生産性の大幅な向上生産コスト低減等による が必要です
現在の技術体系では解決できない問題に直・こうした課題に取り組む生産者や産地は、

しており、 の推進が求められてい面 新たな品種や技術体系を確立するための研究開発
ます。

政策目標
○輸入濃厚飼料と同等の価格の国産濃厚飼料の生産・利用技術を開発

(平成32年度)
○大豆について、低収地域における単収を250kg/10aまで向上させるための圃

場診断技術及び対策技術を開発(平成32年度)

＜主な内容＞
１．市場開拓に向けた取組を支える研究開発（委託プロジェクト研究）

３６０（２２０）百万円
地域の農林水産物・食品の機能性の国内外の市場開拓や国内シェア奪還に向け、

、 等のための研究開発を推進します。発掘 薬用作物の国内生産の拡大

２．生産現場強化のための研究開発（委託プロジェクト研究）
１，２８４（１，８６６）百万円

自給濃厚飼効率的で力強い生産現場の構築のため、輸入濃厚飼料と同等の価格の
、水田作における大豆等の 等の研究開発を料の生産･利用技術 収量の高位安定化技術

推進します。

３．技術でつなぐバリューチェーン構築のための研究開発（委託プロジェクト研究）
８７４（１，９１５）百万円

｢強み｣のある新品種を創出するため、実需者等のニーズに応じた業務・加工用作
物品種の開発や、これを支えるゲノム育種と海外植物遺伝資源の収集・提供を推進
します。また、施設園芸の収益力向上のため、地域資源を活用した効率的かつ低コ
ストなエネルギー利活用技術の開発を推進します。

委託費
委託先：民間団体等

＜各省との連携＞
◯内閣府 ・イノベーションが主導する農林水産業の成長産業化を目指し 「戦略的イ、

ノベーション創造プログラム（ＳＩＰ 」の下で、農業のスマート化に向）
けた技術やシステムの開発、新たな育種技術の開発等を推進

お問い合わせ先：技術会議事務局
１及び２の事業 研究統括官(生産技術) （０３－３５０２－２５４９）
３の事業 研究開発官（基礎・基盤、環境） （０３－３５０２－０５３６）

［平成28年度予算の概要］



農林水産業の成長産業化に向け、国内外の市場開拓、効率的で力強い生産現場の構築、「強み」のある新品種の開発等
のための研究開発を推進。 

「攻めの農林水産業」の展開に資する研究開発 （委託プロジェクト研究） 

市場開拓に向けた取組を支える研究開発 生産現場強化のための研究開発 技術でつなぐバリューチェーン構築 
のための研究開発 

実需者と連携した業務加工用品種の開発 

赤果肉リンゴを用いた 
セミドライフルーツ 

加工歩留まりの高い
長球形のタマネギ 

グルテンを含まない
100％米粉パン 

イノベーションが主導する農林水産業の成長産業化 

○国内外の市場開拓に向け、品目に応じた
戦略的な研究開発を推進 

○担い手の収益力向上、経営の安定化に
繋がる研究開発を推進 

○マーケット・インの発想により強みのある
新品種の開発を推進 

 栄養価が高く、輸入飼料と同等の価格の自給濃
厚飼料による新たな生産システムの開発 

＊ トウモロコシの芯と子実を利用する飼料 

国産農林水産物の 
生産・消費拡大 

効率的で力強い 
生産現場の構築 

「強み」のある農産物の創出 

＜具体的な研究例＞ 

海外からの有用遺伝資源の導入や育
種期間を大幅に短縮するＤＮＡマーカー
の開発等により、品種開発を下支え 

＜具体的な研究例＞ ＜具体的な研究例＞ 

種類 収穫部位 
TDN 
含量 家畜 

イアコーン 雌穂（芯、穂皮､子
実）、茎葉の一部 約80 牛 

コーンコブミックス

（CCM）* 子実、芯の一部 約90 牛、豚 地域の農林水産物・食品について、機能性表示を
可能とする科学的エビデンスを取得するとともに、
成果を活用したビジネスモデルを作成 

牧草の採種技術
を応用し、薬用
作物の高品質種
苗の低コスト生
産技術を開発 

土壌pH・水分等
の調整による薬
用作物の有効成
分の含有率向上
技術を開発 薬用作物を含む高収益な

複合経営モデルを策定 

水稲、大豆  

野菜 

薬用作物 

薬用作物と野菜を組み合
わせて導入すれば収益が
上がるな 

＋ 

カンゾウ、トウキ等需要の多い薬用作物の
低コスト・品質安定化技術を効率的に開発 

マニュアルを使って多
収阻害要因を特定し、
対策技術を決定 

有効な対策を講じる
ことで単収が向上 

簡単な指標によっ
てほ場の状態を総
合的に評価 

大豆等の多収阻害要因について、農業者自らが
原因を特定できる指標を開発するとともに、簡易
な対策技術の体系を構築 

国内新市場の開拓（機能性食品の例） 

外国産物の国産化（薬用作物の例） 



36 地理的表示等の知的財産の保護・活用
【２５５（５２）百万円】

対策のポイント
知的財産の保護・活用により、農林水産業の成長産業化を推進するため、

地理的表示保護制度の登録や活用、農業ＩＣＴの標準化の推進、種苗産業の
海外展開、植物新品種の保護活動等を支援します。

＜背景／課題＞
・農林水産業の成長産業化を図るためには、６次産業化、輸出促進、インバウンドの推

進に必要な各種施策の共通基盤となる知的財産を保護・活用することが必要です。
・特に、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品の名称を地域共有の知的

財産として保護するために導入された「地理的表示（ＧＩ）保護制度」を、産地が円
滑に導入・活用できるよう、支援体制を構築する必要があります。

政策目標
知的財産の保護・活用による６次産業化の市場規模拡大

（4.7兆円（平成25年度）→10兆円（平成32年度））

＜主な内容＞
１．地理的表示等活用総合対策事業［新規］ １７４（－）百万円

地理的表示保護制度に係る登録申請に対する支援や、先行ＧＩ産品の情報提供等
を通じてＧＩ登録のメリットやＧＩ登録産品を取り扱うメリットの普及啓発を行う
とともに、ＧＩサミットやＧＩ登録産品を中心とした展示会・商談会等の開催を通
じて、ＧＩ等を活用した地域ブランド化とビジネス化を推進します。

委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等

２．農業ＩＣＴ標準化推進事業［新規］ １５（－）百万円
ＩＣＴ化が進む農業生産におけるデータの活用を円滑にし、農林水産業・食品産

業の競争力強化を図るため、農業分野のＩＣＴ規格の標準化を推進します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．種苗産業海外展開促進事業 ３０（１４）百万円
種苗の輸出を促進するため、ＤＮＡマーカーの活用による育種力の強化、ＤＮＡ

品種識別技術の開発による侵害対策、国内における種子検査体制の強化に向けた取
組等を推進します。

委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

４．東アジアにおける植物品種の保護強化・活用促進委託事業
３６（３８）百万円

東アジアにおける品種保護制度の整備・充実を促進するための協力活動の推進、
高温耐性等新たな特性や新規植物に対応するための審査基準案の作成、権利侵害時
に資料として利用可能な登録品種の植物体保存・ＤＮＡ型データベースの作成等を
実施します。

委託費
委託先：民間団体等

[お問い合わせ先：食料産業局知的財産課 （０３－６７３８－６１６９）]

［平成28年度予算の概要］



37 輸出の拡大などグローバルな「食市場」の獲得
【１５，６３５（１７，２９４）百万円】

対策のポイント
「国別・品目別輸出戦略」の着実な実施に向け、輸出戦略実行委員会を司

令塔とし、品目別輸出団体や日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）を通じたオー
ルジャパンでの輸出促進体制の下で、国産農林水産物・食品の輸出を促進し
ます。

＜背景／課題＞
・少子高齢化により国内の食市場の縮小が見込まれる中、農林水産業・食品産業の更なる

成長のためには、国産農林水産物・食品の輸出促進や食産業の海外展開を図り、世界の人
口増加等により今後大きく成長するグローバルな「食市場」を獲得することが重要です。

・このため、ＪＥＴＲＯ等と連携し、官民一体となって「国別・品目別輸出戦略」に基づく
商流確立・拡大に取り組むとともに、諸外国の輸入規制の緩和・撤廃等の輸出環境整備に
集中的に取り組む必要があります。

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大

（6,117億円（平成26年）→１兆円（平成32年の前倒しを目指す））

＜主な内容＞
１．輸出戦略実行事業 １５２（１５２）百万円

「国別・品目別輸出戦略」の着実な実施に向け、輸出戦略実行委員会（関係府省庁、
事業者団体等から構成）を司令塔として、輸出関連事業者等の参加の下、主要な品目
ごとの輸出拡大方針を作成し、実効性のある産地間調整やマーケティング戦略を推進
します。

委託費
委託先：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 内閣官房、外務省、国税庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び観光庁
・「国別・品目別輸出戦略」に沿ったオールジャパンでの取組を推進するため、輸
出戦略実行委員会を設置し、議論

２．輸出戦略の実行に向けた輸出促進体制の強化 １，１３４（９０８）百万円
主要な品目ごとの輸出拡大方針に沿って、品目別輸出団体が中心となって実行する

ジャパン・ブランドを掲げた輸出促進の取組、産地間連携の促進、輸出環境整備と併
せた地域の取組等を支援します。また、諸外国の輸入規制の緩和・撤廃等の輸出環境
整備のために必要な情報・データの収集等を行います。

委託費、補助率：定額、３／４、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

３．輸出総合サポートプロジェクト １，４８１（１，３８１）百万円
事業者発掘から商談支援、海外見本市の出展支援、品目別輸出団体の活動支援、マー

ケティング拠点での販売促進支援、ハラール等の新たな課題に対応したセミナーの開
催支援等、輸出に取り組む事業者に対し、ＪＥＴＲＯ等を通じて継続的かつ一貫した
ビジネスサポート体制を強化します。

補助率：定額
事業実施主体：ＪＥＴＲＯ等

＜各省との連携＞
○ 外務省及び経済産業省
・新興市場開拓に向けて、在外公館等とも連携してテストマーケティングを実施。
ＪＥＴＲＯ等と連携しながら、事業者発掘から商談支援までの総合的なサポー
ト体制を強化

［平成28年度予算の概要］



４．グローバル・フードバリューチェーン戦略の推進 １４０（１５０）百万円
食産業の海外展開に向け、官民協議会等を活用し、先進国も含めた有望な国・地域

におけるフードバリューチェーン構築のための調査・取組を支援します。
委託費

委託先：民間企業等

５．食品産業グローバル展開インフラ整備事業 １０４（１０２）百万円
食品産業の海外展開のための取組や現地での様々な課題解決のための関係者の取組等を

支援します。また、海外の食品ビジネスに精通した人材の確保・活用等を支援します。
委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等
＜各省との連携＞
○ 経済産業省

・クール・ジャパン推進機構と連携して食産業のグローバル展開を推進

６．国際農産物等市場構想推進事業 ２００（６２）百万円
国際空港近辺における卸売市場の輸出拠点化を推進するため、青果物・花き等について

品質を保持してスピーディーに輸出する手法等の調査と拠点化構想の策定を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

７．水産物の施設整備の支援 １１，０５７（１１，７５９）百万円
（１）水産物輸出倍増環境整備対策事業 ２４４（３１６）百万円

ＨＡＣＣＰ認定を促進するため、研修会の開催や専門家による現地指導への支援、
海域等モニタリングへの支援や水産庁による対ＥＵ・ＨＡＣＣＰ認定体制の充実等
を図ります。

委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等

（２）流通・輸出拠点漁港における高度衛生管理対策の推進＜公共＞
１０，８１３（１１，４４３）百万円

国産水産物の消費・輸出拡大を図るため、水揚げから荷捌き、出荷の過程で輸出先
国のＨＡＣＣＰ基準等を満たす荷捌き所や岸壁等の整備を推進します。

国費率：10/10（うち漁港管理者1/3等）、１／２等
事業実施主体：国、地方公共団体等

８．輸出促進に資する動植物防疫体制の整備 ４２１（４１８）百万円
輸出促進に必要となる家畜疾病に関する対策の実施及び国内病害虫の情報収集や新た

な検疫措置の確立等を支援します。また、輸出検疫情報の提供等により、国産農畜産物
の輸出や訪日外国人によるお土産としての持ち帰りを促進します。

委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体等、植物防疫所、動物検疫所

［平成28年度予算の概要］



［平成28年度予算の概要］

９. 日本発食品安全管理規格・認証スキーム等の推進[新規] １４６（－）百万円
（１）日本発食品安全管理規格策定推進事業[新規] ９０（－）百万円

日本発の食品安全管理規格・認証スキーム等を推進するため、検討会の開催や調
査、普及のための説明会・研修等を支援するとともに、規格・認証スキーム等を国
際的に普及させていくため、国際機関や他国との連携・調整、海外への情報発信等
を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 厚生労働省

・規格・認証スキーム等の推進に当たって国内規制との整合性の観点から連携し、
国内の食品安全の向上を推進

（２）生産システム革新推進事業
ＧＡＰ体制強化・供給拡大事業[新規] ５６（－）百万円
日本の農業者が取り組みやすい日本発の輸出用ＧＡＰを策定するため、検討会の開

催や国内外の実態調査及び国際規格化に向けた関係者との調整等を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

10．食文化発信による海外需要フロンティア開拓加速化事業[新規]
８００（－）百万円

日本食・食文化の魅力発信による農産物等の輸出促進を加速するため、トップセー
ルスや食イベントの開催等を実施するとともに、日本産食材を積極的に活用している
海外レストランとの連携やネットワーク化を支援します。

委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞
○ 内閣府、内閣官房、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、

経済産業省、国土交通省
・日本食文化普及・継承のための官民合同協議会を通じて連携

お問い合わせ先：
１～３及び５の事業 食料産業局輸出促進課

（０３－３５０２－３４０８）
４の事業 大臣官房海外投資・協力グループ （０３－３５０２－５９１３）
６の事業 食料産業局食品流通課卸売市場室 （０３－３５０２－８２３７）
７（１）の事業 水産庁加工流通課 （０３－３５９１－５６１３）
７（２）の事業 水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１）
８の事業のうち植物防疫関係 消費・安全局植物防疫課

（０３－３５０２－５９７６）
動物衛生関係 消費・安全局動物衛生課

（０３－３５０２－５９９４）
９（１）の事業 食料産業局食品製造課企業行動室 （０３－６７３８－６１６６）
９(２)の事業 生産局農業環境対策課 （０３－６７４４－７１８８）
10の事業 食料産業局食文化・市場開拓課 （０３－６７４４－０４８１）



輸出の拡大などグローバルな食市場の獲得

○ 「国別・品目別輸出戦略」に基づくオールジャパンの輸出促進の司令塔としての「輸出戦略実行委員会」を設置。
○ 同委員会における議論を踏まえ、主要な品目毎の輸出拡大方針を作成し、PDCAサイクルにより品目別輸出団体等が実行する
各般の取組を検証。実効性のある産地間調整やマーケティング戦略を推進。

○ 食品産業のグローバル展開に向けたソフトインフラの整備

○ グローバル・フードバリューチェーン戦略の推進（官民一体

となった二国間政策対話等の実施）

○ 食イベントの開催、海外で日本食を広める人材の育成、
海外メディアでの食文化発信

○ 日本食材を積極的に活用する海外レストランとの連携
やネットワーク化 等

日本の「食文化・食産業」の海外展開
（Made BY Japan）

世界の料理界で日本食材の活用推進
（Made FROM Japan）

「国別・品目別輸出戦略」に沿った農林水産物・食品の輸出促進（Made IN Japan）

○ GLOBALG.A.P.やハラール、HACCP等の認証の取得
支援

○ 海外バイヤー等を招聘した商談会の開催
○ 国際空港近辺の卸売市場における青果物・花き等の

輸出の実現に向けた調査、推進計画の策定
○ 日本発食品安全管理規格・認証スキーム等の推進

オールジャパンで輸出に取り組む体制の整備

国内

○ 輸出検疫情報の産地・販売業者・訪日外国人等への提供、青果物の集荷地や販売店等での輸出検疫の実施
○ 輸出促進に必要となる家畜疾病に関する対策の実施、病害虫の情報の収集や新たな検疫措置の確立
○ 日本産農林水産物・食品に対する規制緩和に向け、規制担当行政官の招聘やデータ提供の実施 等

輸出戦略に基づく検疫協議等の推進

一体的
に推進

○ 品目別輸出団体によるジャパン・ブランドの確立に向けたＰＲ
活動や海外マーケット調査等の支援

○ JETROとの連携強化を通じたビジネスサポート体制の強化
○ 海外の見本市や商談会等への積極的な参加の支援
○ 新興市場等にマーケティング、ＰＲ、現地バイヤーの発掘等

をするための拠点の設置 等

海外

環境整備

環境整備・商流確立

日
本
産
農
林
水
産
物
・食
品
の
輸
出
目
標
平
成
32
年
１
兆
円
の
前
倒
し
を
目
指
す



38 グローバル・フードバリューチェーン戦略の推進
【１４０（１５０）百万円】

対策のポイント
食産業の海外展開に向け、官民協議会等を活用し、先進国も含めた有望な

国・地域におけるフードバリューチェーン構築のための調査・取組を支援し

ます。

＜背景／課題＞

・世界の食市場規模は340兆円（平成21年）から680兆円（平成32年）に倍増すると予測

されており、急速に拡大する世界の食市場を取り込み、我が国食産業※1の海外展開を

図っていくことが必要とされています。

・このため、グローバル・フードバリューチェーン戦略に基づき、開発途上国や新興国

のみならず、先進国も含めた有望な国・地域を対象に、食のインフラシステムの輸出

を推進するなど、官民が連携し、我が国の食産業の「強み」を活かして、農業生産か

ら製造・加工、流通、消費に至るフードバリューチェーンの構築を進めます。

※1 食産業とは、農林水産物の生産から製造・加工、流通、消費に係る幅広い産業を指し、花き、種苗、

農業関連資材、農業機械・食品機械など関連する産業も含む。

政策目標
○グローバル・フードバリューチェーン戦略に基づく食のインフラシステム

輸出の推進による食産業の海外展開の促進

○我が国食産業の海外売上高の拡大

（約2.5兆円（平成22年度）→約20兆円（平成42年度）※2）

※2 経済産業省「海外事業活動基本調査」の海外売上高をもとに農林水産省作成

＜主な内容＞

フードバリューチェーン構築推進事業 １４０（１５０）百万円
食産業の海外展開に向け、民間企業、関連機関・団体、地方自治体、関係省庁等が参

加する官民協議会等を活用し、アジアなどの新興国のみならず、先進国も含めた有望な

国・地域について、官民一体となった政策対話、官民合同ミッション派遣、生産・流通

・投資環境調査等を実施します。

また、我が国食産業の海外展開を促進するため、我が国食産業が各国・地域でのフー

ドバリューチェーン構築に試行的に取り組めるよう、事業化可能性調査（マーケティン

グ等）を実施します。

委託費

委託先：民間企業等

（関連対策）

途上国におけるフードバリューチェーンの構築支援（ＯＤＡ）

１，１５８（１，１９０）百万円
途上国における人材の育成、食品安全等に係る基準づくり、我が国の優れた技術を活

かした技術協力等を実施します。

事業実施主体：ＦＡＯ（国際連合食糧農業機関）、ＡＳＥＡＮ事務局、民間団体等

[お問い合わせ先:大臣官房海外投資・協力グループ（０３－３５０２－５９１４）]

［平成28年度予算の概要］



・官民連携により地域ごとの諸課題に対応

・潜在的成長力の高い地域毎に戦略を策定

し、官民連携による食インフラシステムを輸出

１．ねらい

○これまでの取り組み

フードバリューチェーン構築推進事業

○ 急速に拡大する世界の食市場に対し、我が国食産業の海外展開を図っていくことが必要。
○ グローバル・フードバリューチェーン戦略に基づき、開発途上国や新興国のみならず、先進国も含めた有望

な国・地域を対象に、食のインフラシステムの輸出を促進するなど、官民が連携し、我が国の食産業の「強
み」を活かして、フードバリューチェーンの構築を進める。

２．事業内容 ○ フードバリューチェーン構築に関心の高い我が国食関連企業が急増していることを踏まえ、先進国も含めた有
望な国・地域について、官民協議会等を活用し、官民一体となった政策対話、官民合同ミッション派遣、事業化
可能性調査（マーケティング等）などを実施。

（１）グローバル・フードバリューチェーン戦略
の策定

官
民
連
携
に
よ
る
食
産
業
の
海
外
展
開
の
促
進

②事業化可能性の調査

・我が国食産業の海外展開を促進するため、各国・地域におけるフードバ
リューチェーン構築に関心をもつ我が国食産業が、各国・地域でのフード
バリューチェーン構築に試行的に取り組めるよう、事業化可能性調査
（マーケティング等）を実施

・官民合同の政策対話を各国との間で実施

（ベトナム、ミャンマー、ブラジル、インド等）

（２）官民合同の政策対話

（３）グローバル・フードバリューチェーン推進
官民協議会の開催

グローバル・フードバリューチェーン
推進官民協議会

・食産業の海外展開に向け、アジアなどの新興国のみならず、先進国も含
めた有望な国・地域について、官民一体となった政策対話、官民合同ミッ
ション派遣、生産・流通・投資環境調査等を実施し、海外展開に向けた環
境を整備

平成28年度予算概算決定額 １４０（１５０）百万円

・協議会５回に加え、アセアン部会２回、アセ

アン・豪州部会１回、インド部会１回、分野別

研究会５回を開催、

・これまで274社・機関等が加入 (27.12.1現在)

日越農業協力対話
第１回ハイレベル会合

①先進国も含めた有望な国・地域への展開

・民間企業、関係機関・団体、地方自治体、
関係省等が参加

・官民で様々な情報を共有するとともに、
様々な取組の連携を促進

官民協議会



39 国際農産物等市場構想推進事業
【２００（６２）百万円】

対策のポイント

国際空港近辺における卸売市場の輸出拠点化を推進するため、青果物・花き等

について品質を保持してスピーディーに輸出する手法等の調査と拠点化構想の策

定を支援します。

＜背景／課題＞

・国際空港近辺の卸売市場においては、輸出に係る手続きの効率化、輸送日数の短縮、混載

による物流費抑制等の観点から、国産農林水産物の輸出促進の拠点となり、海外バイヤー

を呼び込むなど積極的に販路を広げていくことが期待されています。

・また、卸売市場からの輸出を促進するための環境整備として、輸出にも対応可能な品質管

理高度化設備の導入促進を図ることも必要です。

政策目標

○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（6,117億円（平成26年）→１兆円（平成32年の前倒しを目指す）

○平成32年度までに１中央卸売市場当たりの取扱金額を平成25年度比８％増

（585億円（平成25年度）→632億円（平成32年度））

＜主な内容＞

１．国際農産物等市場推進計画策定支援 １８０（４２）百万円

国際空港近辺の卸売市場から国産農林水産物を輸出する構想（国際農産物等市場構想）

を実現し、輸出拠点化を推進するため、当該市場における海外バイヤーの買付け等の動

向を踏まえた国産農林水産物の輸出に向けた調査及び推進計画の策定を支援します。ま

た、輸出促進の取組をさらに推進するため、配送・在庫管理・トレーサビリティー等の

物流管理システムの構築等の実証調査を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．卸売市場輸出対応型品質管理高度化支援 ２０（２０）百万円

卸売業者又は仲卸業者等が、輸出にも対応可能なＨＡＣＣＰ対応等高度な品質管理機

能を有する低温管理設備等を市場内外の倉庫等にリース方式により設置する取組を支援

します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：食料産業局食品流通課 （０３－３５０２－８２３７）］

［平成28年度予算の概要］



国際農産物等市場構想推進事業

○ 日本の農林水産物・食品の輸出額目標である平成３２年１兆円を前倒しで達成するためには、卸売市場を活用す
ることが効果的であり重要。

○ 特に、国際空港近辺の卸売市場においては、輸出に係る手続きの効率化、輸送日数の短縮、混載による物流費抑
制等の観点から、国産農林水産物の輸出促進の拠点（国際農産物等市場）となり、海外バイヤーを呼び込むなど積
極的に販路を広げていくことが期待される。

日本の農林水産物・食品の輸出額を拡大（1兆円（平成32年の前倒しを目指す））

【国際農産物等市場のイメージ】

生産者
国際空港

Ａ国

Ｂ国

生産者

生産者

国際空港近辺の卸売市場

・
・
・

輸
出

卸売業者
（仲卸業者等） Ａ国・Ｂ国等

のバイヤー

検疫等の手続も場内で実施
（植物検疫については、輸出者の要請に
応じて、植物防疫官を派遣して対応）

【平成２８年度予算概算決定額：２００（６２）百万円】

配送・在庫管理・トレーサビリティー等の
物流管理システムの構築

混載による多品目・多品種の供給

多温度帯コンテナ等鮮度保持技術の活用

周年供給に向けた他市場や産地との連携

《拡充》

輸出手続きのワンストップ化
の実証

ターゲットとなる国、購買層、
有望な農産物等の選定

海外バイヤーを呼び込み、輸
出の実現に向けた意向調査

国際空港近辺における卸売市場の輸出拠点化を推進するため
のフィージビリティー調査等を支援

卸売業者又は仲卸業者等に対する、輸出にも対応可能なＨＡＣＣＰ対応等
の低温管理設備等の設置支援（リース方式）

支援対象となる事業内容



40 食育の推進と国産農林水産物の消費拡大
【８４７（５６）百万円】

対策のポイント
和食文化の継承等と一体となった食育の推進を図るとともに、地産地消の

推進など国産農林水産物の消費拡大に向けた取組を推進します。

＜背景／課題＞
・今後、本格的な人口減少社会が到来する中、国産農林水産物の需要の減少が懸念され

ています。
・また、消費者と食との関わり方が多様化する中で、「和食」や郷土料理等の伝統的な

食文化の継承が難しくなるとともに、食卓と生産現場の｢距離｣の拡大が懸念されてい
ます。

・さらに、平成28年３月に新たに策定される予定の第３次食育推進基本計画に基づき、
主要課題についての検討を行い、食育推進の取組を強化することが重要です。

・このため、和食文化の継承等と一体となった食育の推進を図るとともに、生産者と消
費者のつながりを強化する地産地消の推進など国産農林水産物の消費拡大に向けた取
組を推進していくことが必要です。

政策目標
○日本型食生活を実践する国民の割合の向上

（57.5％（平成27年度）→70％（平成32年度））
○フード・アクション・ニッポンに参加する事業者・団体等数の増加
（8,662社・団体（平成26年度）→12,000社・団体（平成30年度））

○フード・アクション・ニッポンを通じて「国産農林水産物を意識して購
入するようになった」と回答する消費者の割合の増加
（４％（平成26年度）→12％（平成30年度））

＜主な内容＞

１．和食の継承と一体となった食育の推進
（１）食育活動の全国展開事業 ６０（５６）百万円

専門家による検討委員会を設置し、消費者のライフスタイルの特性・ニーズに対
応した食育を提供するための市場調査を行うとともに、推進策の検証、教材の作成
を行います。また、食育優良活動の表彰等を行い、食育の全国展開を図ります。

委託費

委託先：民間団体等

（２）「和食」の保護・継承事業［新規］ １０３（－）百万円
「和食」を国民全体で保護・継承するため、「和食」をテーマに次世代継承型の食

育活動を推進するとともに、メディア等と連携して「和食」の魅力等を効果的に発
信します。

委託費

委託先：民間団体等

（３）地域食文化魅力再発見食育推進事業［新規］ １０９（－）百万円
郷土料理等の地域の食の魅力の再発見や地域における日本型食生活の普及等を促

すため、生産者や食品企業等、地域の関係者が一体となって取り組む、地域におけ
る食育活動を推進する専門的人材の育成や、食育を通じて地域の食の普及を図る展
示会・交流会・調理体験等の実施を支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：関係団体等で構成する協議会

［平成28年度予算の概要］



［平成28年度予算の概要］

＜各省との連携＞
○ 文部科学省 ・文化振興及び学校における食育の取組を通じて、和食文化の継承

を連携して推進
○ 消費者庁、食品安全委員会、文部科学省及び厚生労働省

・新たに策定される第３次食育推進基本計画に基づく食育を推進

２．地産地消の推進など国産農林水産物の消費拡大
（１）食の魅力発掘による消費拡大のための国民運動推進事業［新規］

３７４(－)百万円
消費拡大に向けた各団体等の取組が相乗効果により効果的に発信されるよう、国

産農林水産物の消費拡大を推進するフード・アクション・ニッポン事務局が品目別
・地域別の取組を含め、国産農林水産物の利用促進の取組や食の魅力普及活動等を
後押しします。

委託費：定額

委託先：民間団体等

（２）地域の食の絆強化推進運動事業［新規］ １３（－）百万円
学校給食へ地場食材を安定供給する取組をはじめとした地産地消を推進するため

のコーディネーターの育成等を支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．健康な食生活を支える地域･産業づくり推進事業のうち食育関連支援
（１）機能性農産物等の食による健康都市づくり支援事業［新規］

８６（－）百万円
機能性農産物等を活用して地域の食・食文化の健康ブランド化を推進するため、

行政、生産者、食関連事業者、大学・研究機関（医学、栄養学等）及び消費者等で
構成する地域協議会が行う「食による健康都市づくり」の取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

（２）新たな食環境に対応した食育活動モデル推進事業［新規］
１００（－）百万円

日本型食生活の普及・実践、食や農林水産業への理解増進を通じた消費拡大を図
るため、関係者の連携の下、消費者の様々なライフスタイルの特性・ニーズに対応
した食育メニューを体系的に提供するモデル的取組（健康の維持増進に配慮した食
品への理解を促す内容を含むもの）を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１（１）の事業 消費・安全局消費者行政課（０３－６７４４－１９７１）
１（２）、（３）、（４）、２及び３の事業

食料産業局食文化・市場開拓課（０３－６７４４－２３５２）



41 食と農を活用したインバウンドの推進
【１１５（１５）百万円】

対策のポイント
日本食・食文化の魅力の海外への発信や我が国農畜産物のお土産としての

持ち帰りを拡大し、インバウンドを推進することにより、日本食・食文化へ
の評価・関心を高め、輸出の増大や日本食の海外展開を一体的に推進します。

＜背景／課題＞
・政府として、平成32年までに訪日外国人旅行者を2,000万人とすることを目標とする

中、平成26年の訪日外国人旅行者数は約1,341万人にまで急増しています。また同年、
日本を訪れた外国人による旅行消費額は、２兆278億円に達しています。

・このような機会を捉え、インバウンド需要を農山漁村に呼び込むため、
①日本食・食文化の魅力を結び付けた一体的な情報発信
②国産農畜産物を円滑に持ち帰ることができるような検疫手続・体制の整備
を推進するとともに、日本食材等の評価を高め、輸出の増加等につなげていくといっ
た好循環を形成していくことが重要です。

政策目標
インバウンド需要の増大と農林水産物・食品の輸出増加の循環を実現

（訪日外国人旅行消費額４兆円（平成32年）、農林水産物・食品の輸出額１兆円
の達成（平成32年の前倒しを目指す））

＜主な内容＞
１．食によるインバウンド対応推進事業[新規] ７０（－）百万円

「食と農の景勝地」をはじめとした地域の食・食文化の魅力を映像化し、それを継
承・発信するために映像を集積・検索できるウェブサイトの構築を支援するととも
に、訪日外国人旅行者が日本の食を楽しめる環境を提供するために必要な飲食店等に
よる多言語対応やムスリム、ベジタリアン等の食習慣への対応等を促すための研修事
業等の取組を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

２．おみやげ農畜産物検疫受検円滑化支援事業 ４５（１５）百万円
外国人旅行者が国産農畜産物を持ち帰る際の利便性を高めるため、直売所や道の駅

などで購入した農畜産物が動植物検疫を経て空港やクルーズ船の寄港地で受け取れる
体制を整備します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

（関連対策）
１．食文化発信による海外需要フロンティア開拓加速化事業[新規]

８００（－）百万円
日本食・食文化の魅力発信による農産物等の輸出促進を加速するため、トップセ

ールスや食イベントの開催等を実施するとともに、日本産食材を積極的に活用して
いる海外レストランとの連携やネットワーク化を支援します。

委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等

２．地理的表示等活用総合対策事業[新規] １７４（－）百万円
地理的表示保護制度に係る登録申請に対する支援及び制度の普及啓発、ＧＩ等を活

用した地域ブランド化とビジネス化の支援等を推進します。
委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等

［平成28年度予算の概要］



３．輸出総合サポートプロジェクト １，４８１（１，３８１）百万円
事業者発掘から商談支援、海外見本市の出展支援、品目別輸出団体の活動支援、マー

ケティング拠点での販売促進支援、ＧＩ、ハラール等の新たな課題に対応したセミナ
ーの開催支援等、輸出に取り組む事業者に対し、ＪＥＴＲＯ等を通じて継続的かつ一
貫したビジネスサポート体制を強化します。

補助率：定額
事業実施主体：ＪＥＴＲＯ等

４．６次産業化支援対策 ２，４０２（２，６８４）百万円
市町村の６次産業化・地産地消推進協議会において策定された６次産業化等に関す

る戦略に沿って、市町村等が地域ぐるみで行う、インバウンド等需要向けの新商品の
開発や新たな需要の開拓、直売所における観光事業者等と連携した新商品の販売拡大
に向けた取組等を支援します。

交付率：１／２以内
事業実施主体：地方公共団体等

お問い合わせ先：
１の事業 食料産業局食文化・市場開拓課 （０３－６７４４－１７７９）
２の事業のうち 植物検疫関係 消費・安全局植物防疫課

（０３－３５０２－５９７６）
動物検疫関係 消費・安全局動物衛生課

（０３－３５０２－５９９４）
関連対策１の事業 食料産業局食文化・市場開拓課

（０３－６７４４－０４８１）
関連対策２の事業 食料産業局知的財産課 （０３－６７３８－６３１７）
関連対策３の事業 食料産業局輸出促進課 （０３－６７４４－１５０２）
関連対策４の事業 食料産業局食文化・市場開拓課

（０３－６７４４－２３５２）
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①農山漁村の地域資源と結び付けた
日本食・食文化の魅力発信

好循環の更なる拡大

食と農を活用したインバウンドの推進

○これまでの取組

在外公館での日本食ＰＲ 農家民宿での宿泊体験

○具体的な施策

両者を結びつけることによるインバウンドの戦略的推進

○これからの取組

農村における受入整備日本食・食文化の魅力発信

⽇本⾷・⾷⽂化への関⼼の⾼まりや農林⽔産物・⾷品の輸出増⼤をインバウンドにつなげ、それが更に⽇本の⾷材の
評価を⾼めるといった好循環を構築することにより、訪⽇外国⼈の農⼭漁村への呼び込みによる所得向上・雇⽤創出と
輸出の増加や⽇本⾷の海外展開を⼀体的に推進。

③日本食材の評価・関心を更に
高めることによる輸出や

海外における日本食産業の展開

②日本食・食文化の「本場」を探求
するインバウンドの促進

・「食と農の景勝地」を認定する新たな仕組みを導入

・地域の食・食文化の魅力を伝え、産地訪問をアピールするコンテンツを映像等で作成
（食と農のアーカイブス化（集積・保護・継承））

【食によるインバウンド対応推進事業】（新規）

・これらのコンテンツを活用し、「日本食・食文化の魅力発信事業」を通じて各国の海外市
場にプロモーション 【食文化発信による海外需要フロンティア開拓加速化】（新規）

・地理的表示（ＧＩ）制度等を活用した地域産品のブランド化とその情報発信を図る「ＧＩサ
ミット」等の開催 【地理的表示等活用総合対策事業】（新規）

① 「農山漁村」と「食」の魅力を結び付けた一体的な情報発信

② インバウンドの受入れを行う「食と農を活かした地域づくり」

・地域ぐるみの新商品の開発や新たな需要の開拓等 【６次産業化支援対策】

・GIに登録された地域特産品の輸出促進に向けた環境整備 【輸出総合ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ】

・海外見本市への出展や海外バイヤーとの商談会 【輸出総合サポートプロジェクト】

・直売所における観光事業者等と連携した新商品の販売 【６次産業化支援対策】

・訪日外国人旅行者に対し農畜産物を販売する事業者が取り組みやすい検疫手続・体制
を構築 【おみやげ農畜産物検疫受検円滑化支援事業】

③ インバウンドと輸出促進の一体的推進

交流人口の増加輸出の増加



42 野菜価格安定対策事業

【（所要額）１７，０８２（１６，７２２）百万円】

対策のポイント

野菜価格安定対策事業を円滑に推進し、野菜の生産・出荷の安定と消費者

への安定的な供給を図ります。

＜背景／課題＞

国民消費生活上、必要不可欠な野菜の安定供給を図るためには、価格が著しく低落し

た場合に生産者補給金等を交付すること等により野菜農家の経営に及ぼす影響を緩和す

る野菜価格安定対策事業を円滑に推進していくことが重要です。

政策目標

生産及び出荷の安定を図ることにより市場入荷量の変動を抑制

（変動係数 1.8％（平成17年）→1.4％以下（平成37年））

＜主な内容＞

１．野菜価格安定対策事業の円滑な推進

野菜の生産・出荷の安定と消費者への安定供給を図るため、平成27年度における

生産者補給金等の交付額の再造成経費を確保することにより、野菜価格安定対策を

的確かつ円滑に実施します。

２．制度の運用見直し

産地の情勢変化に即して、指定産地における共同出荷要件の特例措置（共同出荷

割合２／３を１／２とする）の指標を共同出荷量から作柄変動による影響の少ない

作付面積に見直します。

補助率：定額、65／100、60／100、50／100

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構

［お問い合わせ先：生産局園芸作物課 （０３－３５０２－５９６１）］
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指定野菜（14品目）
キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、
トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、
ピーマン、レタス、たまねぎ、ばれいしょ、
ほうれんそう

特定野菜（35品目）
アスパラガス､いちご､えだまめ､かぶ､かぼちゃ､
カリフラワー､かんしょ､グリーンピース､ごぼう､
こまつな､さやいんげん､さやえんどう､しゅんぎく､
しょうが､すいか､スイートコーン､セルリー､
そらまめ､ちんげんさい､生しいたけ､にら､にんにく､
ふき､ブロッコリー､みずな､みつば､メロン､
やまのいも､れんこん､ししとうがらし､わけぎ､
らっきょう､にがうり､オクラ､みょうが

基本の仕組み
価格

平均販売価額

平均価格
(100%)

この一部につき補給金を交付

保証基準額
(90%)

最低基準額
(60%)

国、都道府県、生産者で
資金造成

野菜価格安定対策事業 平成28年度予算概算決定額 （所要額） １７，０８２ （１６，７２２）百万円

野菜農家の経営安定対策・需給安定対策である本事業の円滑な推進を図るとともに、産地の情勢変化に即
し、指定産地における共同出荷要件の特例措置の指標について、共同出荷量から作付面積に見直しを実施。

【現行の制度概要】

【平成28年度の運用見直し】

○ 指定産地における共同出荷要件の特例措置（共同出荷割合２／３を１／２とする）
の指標の見直し

指定野菜　１４品目 特定野菜　３５品目

国民消費生活上重要な野菜
地域農業振興上の重要性等から

指定野菜に準ずる重要な野菜

面積 　２０ha(露地野菜) ５ｈａ

共同出荷割合 ２／３ ２／３

６／１０　：　２／１０　：　２／１０ １／３　：　１／３　：　１／３

平均価格の９０％ ８０％

平均価格の６０％ ５５％

原則９０％ ８０％

※ 特定野菜のうち、アスパラガス、かぼちゃ、スイートコーン及びブロッコリーにあっては、国１／２、都道府県１／４、生産者１／４　

指定野菜価格安定対策事業
特定野菜供給産地育成

価格差補給事業

対象野菜

産
地
要
件

平均価格

保証基準額

最低基準額

補塡率

資金造成割合
（国：都道府県：生産者）

過去６カ年の卸売市場価格を基礎に算出

（※）

【共同出荷量を指標】

共同出荷量 概ね2,000トン(※)以上

(※)ねぎ1,000トン、ほうれんそう800トン、
さといも400トン

【作付面積を指標】

露地野菜 50ha(※)以上

(※)ねぎ25ha、ほうれんそう20ha、

さといも20ha

（変更）



43 果樹農業好循環形成総合対策事業
【５，６００（５，５２０）百万円】

対策のポイント
果樹農業振興基本方針に即し、所得向上に向けた好循環を生み出すため、

生産から消費に至るまでの関係者の「連携」による一気通貫した取組を支援
します。

＜背景／課題＞
・我が国の果樹農業は、高齢化の進展や農地荒廃の加速化、資材価格の上昇等により、

生産基盤が脆弱化しています。また、果実の需給構造を見ると、国内需要のうち６割、
果実加工品だけを見ると９割を輸入に頼っています。

・こうした状況の中、新たな果樹農業振興基本方針においては、高品質果実の生産・販
売が更なる追加投資や品質向上、所得向上につながるという所得向上に向けた「好循
環」を生み出すため、各分野の「連携」を図ることが重要であると位置付けています。

政策目標
果樹産地面積のうち優良果実の供給面積割合の増加

（５％（平成25年度）→ 17％（平成37年度））

＜主な内容＞
１．農地中間管理機構の活用等による優良品目・品種への転換の加速化

優良品目・品種への転換を加速するため、引き続き、産地の担い手による改植等
を支援します。さらに、産地協議会と農地中間管理機構の連携を強化し、農地中間
管理機構を活用した改植や小規模園地整備を推進します。

また、改植費用の上昇を踏まえ、改植単価及び未収益期間支援の単価を以下のと
おり改定します。
（改植）

・10ａあたり22万円→23万円（みかん等のかんきつ類）
・10ａあたり16万円→17万円（りんご等の主要落葉果樹等）
・10ａあたり32万円→33万円（りんごわい化栽培等）

（未収益期間）
・10ａあたり20万円→22万円（5.5万円×４年分）
このほか、新品種でなくとも需要の見込まれる品目・品種の導入や大規模基盤整

備を行った園地における植栽を新植支援の対象にします。

２．果実の需給安定や果樹農業の好循環のための優先課題の解決
計画生産・出荷、緊急的な需給調整対策、自然被害果実の流通対策を推進します。

この際、需給調整に係るコスト上昇を踏まえ、需給調整対策の補給金単価を見直し
ます（１kgあたり34円→44円）。

このほか、荒廃園地の発生抑制等に向けた園地パトロール、ＩＣＴ等新技術の普
及のための産地と異業種とのマッチング、全国ブランドの育成等を支援します。

３．流通・消費構造の変化に対応した加工流通対策の強化
流通・消費構造の変化に対応するため、カットフルーツ等の需要拡大につながる

商品開発等を推進するほか、新たに、加工用果実の安定生産に資する作柄安定技術
の導入等を支援します。

また、海外への海上輸送体制を確立するため、リーファーコンテナ（冷蔵冷凍装
置を備え、定温流通を可能とするコンテナ）の効率的な活用や長時間輸送に適した
鮮度保持技術・輸送用資材の開発・実証を支援します。

補助率：定額、定額（１/２相当）、６/10、１/２、１/３
事業実施主体：（公財）中央果実協会、民間団体

［お問い合わせ先：生産局園芸作物課 （０３－３５０２－５９５７）］
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果樹農業好循環形成総合対策事業（平成28年度予算概算決定額 ５，６００（５，５２０）百万円）

果樹農業振興基本方針の方向性に即し、果樹農業の所得向上に向けた好循環を生み出すため、生産、流通、加工、販
売、消費等の関係者の「連携」による一気通貫した取組を支援。

優良品目・品種への転換の加速化 加工流通対策の強化

果実の需給安定や果樹農業の好循環のための優先課題の解決

【改 植】２２万円 → ２３万円/10a （みかん等のかんきつ類）
１６万円 → １７万円/10a （りんご等の主要落葉果樹等）
３２万円 → ３３万円/10a （りんごわい化栽培等）

【未収益】２０万円 → ２２万円/10a （5.5万円×４年分）

・産地協議会と農地中間管理機構の連携
を強化し、機構を活用した改植や小規
模園地整備を推進。[新規]

・品質確保が見込めない極早生みかん園地の廃園を推進。

・需要の見込まれる品目・品種の導入や大規模基盤整備を行った園地に
おける植栽を新植支援の対象に拡大。[拡充]

・改植費用や栽培管理費の上昇を踏まえ支援単価を見直し。[拡充]

・加工用果実の安定生産に資する作柄安
定技術の導入等の取組を支援。

・カットフルーツ等を含め新たな
需要拡大につながる高品質化機
械等の導入実証を支援。

酵素剝皮技術を利用したカットフルーツ

・中間事業者によるサプライチェーン
の構築や需要拡大を推進。

・新需要に対応しつつ更なる需要
拡大に資する商品開発や省力化
栽培実証を支援。

消費者ニーズの高いカット
フルーツ向けに提供可能

不揃いなりんご

・海外への果実の海上輸送体制の確立に向けたリーファーコンテナの効
率的な活用や、長時間輸送に適した鮮度保持技術・輸送用資材の開発・
実証を支援。[新規]

冷凍冷蔵が可能なリー
ファーコンテナによる輸送

MA包装資材による長期
鮮度保持技術（不知火）

優良品目・品種に改植した
上で担い手に転貸

点在する
園地

・ 園地の集積
・ 優良品目・品種に転換

借り受け

貸し付け
(転貸) 新品種

農地中間
管理機構

古い品種

連
携

果樹の産地協議会

機械収穫前提の整園

省力化を図りつつ、一定の品質を確保した原料
果実を生産し、果汁工場に安定供給

リスクと負担の分散一対一の契約

産地
Ａ

産地
Ｂ

産地
Ｃ

Ｂ社Ａ社 Ｂ社 Ｂ社Ｃ社

季節、天候など供
給の不安定要素

安定供給に
不安

要求に
応えきれない

産地
Ａ

産地
Ｂ

産地
Ｃ

Ｂ社Ａ社 Ｂ社 Ｂ社Ｃ社

中間事業者

リスクが
少なくなった

負担が
軽くなった

産地

食品製造
企業等

市町村 共済

生産者 普及

農業委員会

揺り落とし機械等の導入

[新規]

・産地の担い手による改植等を支援。

②商標名使用許諾契約の締結

熊果連日園連 ①「デコポン」の商標登録

柑橘関係県の農協・県連

③再使用契約の締結

④「デコポン」での出荷が可能

果実の全国ブランドの推進事例（デコポン）

・計画生産・出荷、緊急的な需給調整対策、自然被害果実の流通対策を
推進。この際、需給調整の補給金単価を見直し。（３４円/kg→４４円/kg）

ＩＣＴを活用した栽培管理

携帯端末の指示に従っ
て摘果・かん水を行う。

携帯端末 センサー

②商標名使用許諾契約の締結

・荒廃園地の発生抑制等に向けた園地パトロール
等の産地の取組を支援。[新規]

・ＩＣＴ等異分野の新技術の普及に向けた産地と
異業種とのマッチングを支援。[新規]

・果実の需要喚起に資するブランド力
の向上に向けた、全国ブランド育成
や機能性表示の活用等を支援。

[新規]



44 茶支援関連対策
【１，４０５（１，４０４）百万円】

対策のポイント

産地の戦略に基づく茶園の改植や整理等による生産体制の強化、輸出拡大、

新需要開拓等に向けた茶の生産・加工技術の導入、コスト低減に資する生産

・加工機械のリース導入等を支援します。

＜背景／課題＞

・茶は、近年、価格の下落等により経営環境が厳しい状況にあるが、高品質の茶は安定

した価格で取引されていることから、取引の単位である茶工場単位での高品質化の取

組が必要となっています。

・また、リーフ茶の消費が減少傾向で推移する中で、新たな国内外の需要拡大に向けた

取組が必要となっています。

政策目標

茶の輸出額の増加（50.5億円（平成24年）→150億円（平成32年））

＜主な内容＞

１．地域の戦略に基づく茶園の改植、整理等支援

茶産地の収益力の強化と農業者の経営安定を図る観点から、消費者等ニーズに対

応した優良品種への転換や高品質化を加速化するため、茶工場単位等で策定された

品質向上戦略に基づき実施する新植・改植、改植に伴う未収益期間、担い手への集

積等に伴う茶園の整理等に対し支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：農業者等の組織する団体

２．輸出拡大・国内マーケット創出等に向けた取組支援

海外ニーズに応じた茶の生産・加工技術の導入、国内外における市場調査、国内

マーケット創出に向けた新たな茶種の栽培・加工等の取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：農業者等の組織する団体等

３．生産コストの低減、生産体制強化への取組支援

燃油価格の高騰や凍霜害に対応した生産体制への転換等を促進するため、省エネ

等コスト低減に資する生産・加工機械及び防霜ファン等のリース導入を支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：農業者等の組織する団体

［お問い合わせ先：生産局地域対策官 （０３－６７４４－２１１７）］

［平成28年度予算の概要］



・減農薬栽培に向けた防除機械等の導入

・半発酵茶（烏龍茶）、発酵茶（紅茶）
や萎凋香を発生させる加工機械等の導入

・国内外における市場調査

茶の高品質化・需要拡大に向けた生産体制の強化支援

〇 茶については、近年、荒茶価格の低迷により経営環境が厳しい状況。特に、一部
の低品質な荒茶が全体の品質を押し下げていることが価格下落の要因の一つ。

〇 一方、高品質の茶は安定した価格で取引されていることから、安定した価格での
国内需要の維持・拡大や輸出の促進等を図るため、取引の単位である茶工場単位等
での改植促進等による生産性、品質向上による取引等を支援することが必要。

〇 また、国内外の需要拡大に向けた取組を支援することが必要。

・省エネ型加工機械のリース導入

・産地の気象条件等に応じた生産体制を
構築するための防霜ファンなどの導入

生産コストの低減、生産体制強化への取組支援

〇 茶工場単位を基本とする茶生産者グループにおいて、販売方針、品種の転換
や担い手への集積方針、栽培方法等を内容とした「品質向上戦略」を策定。

〇 品質向上戦略に基づき実施する以下の取組を支援。

・改植、移動改植：24万円/10a（異なる品種への改植は28万円/10a）
・新植：12万円/10a
・担い手への集積等に伴う茶園整理：５万円/10a
・棚栽培への転換：４万円/10a ・台切り：７万円/10a

地域の戦略に基づく茶園の改植、整理等支援

省エネ型粗揉機
そじゅうき

茶生産者グループ

・需要を見据えどのような
茶を生産するか

・誰が生産を担うか
・茶工場単位でどう改植を
進めるか など

品質向上戦略

改植の
実施、

新技術の
導入等

・担い手による栽培
技術の平準化、
茶樹の若返り等
による生産性・品
質の向上

経営の安定

安定価格に
よる取引

高品質

安定生産
の実現

サイクロン式害虫
吸引機械

輸出拡大・国内マーケット創出等に向けた取組支援

萎凋処理による香りを
発現させる加工技術



45 甘味資源作物生産支援対策
【９，３０１（８，１４６）百万円】

（平成27年度補正予算 １，５４５百万円）

対策のポイント
甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者の経営の安定並びに砂糖の安

定供給を図るとともに、さとうきびの自然災害からの回復に向けた取組や甘

味資源作物の安定生産を図る取組等を支援します。

＜背景／課題＞

・国内産糖と輸入糖との内外コスト格差を調整するため、甘味資源作物生産者及び国内

産糖製造事業者に対して交付金を交付し、経営の安定、砂糖の安定供給の確保を図る

ことが必要です。

・また、沖縄県、鹿児島県南西諸島等の基幹作物である甘味資源作物は、近年、台風や

干ばつ等により不作が続いていることから、自然災害からの回復に向けた取組や生産

構造の安定化に向けた取組等に対して支援することが必要です。

政策目標
○てん菜の生産量を増加

（357万トン（平成26年度）→368万トン（平成37年度））

○さとうきびの生産量を増加

（116万トン（平成26年度）→153万トン（平成37年度））

○国内産糖の安定的な供給

（74万トン（平成26年度）→80万トン（平成37年度））

＜主な内容＞

１．甘味資源作物・国内産糖調整交付金 ８，５６３（８，１０８）百万円
国内産糖と輸入糖との内外コスト格差を調整するため、（独）農畜産業振興機構が

甘味資源作物生産者及び国内産糖製造事業者に交付する甘味資源作物交付金及び国内

産糖交付金の一部に相当する金額を同機構に交付します。

補助率：定額

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構

２．さとうきび及びでん粉原料用かんしょ経営安定対策推進事業
３３（３８）百万円

さとうきび及びでん粉原料用かんしょに係る生産者交付金の交付申請を円滑に行う

ため、代理申請者の申請・支払事務経費への支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：生産者団体等

３．甘味資源作物安定生産体制確立事業［新規］ ７０５（－）百万円
台風、干ばつ、病害虫発生等の自然災害からの回復に向けた取組を支援します。

補助率：定額

助成対象者：生産者組織等

［平成28年度予算の概要］



［平成28年度予算の概要］

４．甘味資源作物産地強化緊急対策事業 （平成27年度補正予算 １，５４５百万円）

（１）さとうきび産地構造改革緊急対策

地域ごとの「さとうきび増産プロジェクト」に定めた取組のうち、地力の増進な

ど特に重要な取組を支援するとともに、生産構造の安定化を図るため、株出管理機

の導入等を支援します。

補助率：定額、リース料の６／１０以内

事業実施主体：生産者組織等

（２）いも類産地確立支援事業

ア．かんしょ産地緊急強化対策支援

かんしょについて、近年の低温・寡照の影響等による収量の低迷からの回復

を図るため、適期作業による収量増加などを可能とするマルチ栽培を行う機械

の導入等を支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：生産者組織等

イ．ばれいしょの病害虫のまん延防止のための施設等整備支援

ジャガイモシロシストセンチュウのまん延防止を図るため、農業機械や収穫

物の運搬車両を農作物の集荷施設において洗浄する施設の整備等を支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：生産者組織等

［お問い合わせ先：政策統括官付地域作物課 （０３－３５０１－３８１４）］



甘味資源作物対策

○ さとうきびは沖縄県及び鹿児島県南西諸島において、地域経済を支える基幹作物であるが、近年は台風や
干ばつ等により不作が続いている。

○ 地域経済を活性化するためには、地域の基幹作物であるさとうきびの増産が必要であり、平成27年に改定

した「さとうきび増産プロジェクト」に定めた取組のうち、地力の増進など地域において特に重要な取組を支援
するとともに、自然災害からの回復に向けた取組や気象災害等の状況を受けても再生産が確保できるよう生
産構造の安定化を図る取組に対して支援を行うことで、さとうきびの「増産」を確実なものとする。
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生産量

さとうきびの生産状況

＜内容＞
○島ごとの主な課題
○増産に向けた生産目標（作型別の面積、単収、
生産量等）

○目標達成に向けた取組計画（経営基盤、生産基
盤、技術対策等）

島ごとの増産プロジェクトの改定

増産プロジェクトに定めた特に
重要な取組を支援。

＜取組例＞
○新たな品種の導入
○たい肥等による地力の増進
○交信かく乱フェロモンチュー
ブの活用 等

増産推進支援
（27年度補正予算）

収量の低下に対し、再生産が確保で
きるよう生産構造の安定化を図る取組
を支援。

＜取組例＞
○適期植付、適期株出管理を行うた
め、収穫機と株出管理機等を一体的
に導入

生産構造対策
（27年度補正予算）

たい肥の投入

株出管理機

【甘味資源作物安定生産体制確立事業 平成28年度予算概算決定額：７０５（－）百万円】

ばれいしょの病害虫のまん延防止のための施設整備等支援（27年度補正予算）

平成27年８月に国内で初めてジャガイモシロシストセンチュウの発生を確認。まん延を
防止するため、運搬車両を農作物の集荷施設において洗浄する施設の整備等を支援。

かんしょ産地緊急強化対策支援（27年度補正予算）

かんしょの収量を安定化・向上させるためには、植付の早期化など適
期の作業の実施が重要。適期に作業を実施するため、マルチ張り機
や挿苗機等の導入を支援し、収量増加を推進。

さとうきび対策

たい肥の散布

増産基金
（28年度予算）

自然災害被害対策

工場対策

自然災害 主な対策

干ばつ ・かん水

台風
・除塩（散水）
・苗の補植、改植

病害虫 ・病害虫防除

その他
の災害

（災害の内容に応じた対策）

・株出管理作業
・苗の確保 等

収穫機

挿苗機マルチ張り機

車両洗浄機

（甘味資源作物産地強化緊急対策事業 平成27年度補正予算額：１，５４５百万円）



46 消費・安全対策交付金

【１，８１０（１，７８９）百万円】

対策のポイント

地方の自主性の下、国産農畜水産物の安全性の向上、家畜の伝染性疾病や

病害虫の発生予防・まん延防止等を支援します。

＜背景／課題＞

・安全な食料を将来にわたって安定的に供給するため、食料供給の各段階を通じて、科

学的知見に基づくリスク管理措置等の適切な取組を進める必要があります。

・地域の農林水産業や食品流通等の実態に応じ、機動的かつ総合的にリスク管理措置等

の適切な取組を実施していくことが大切です。

政策目標

○国産農畜水産物の安全性を向上させるため、特定の有害化学物質・有害微

生物の摂取量が許容範囲を超えないよう抑制

○家畜・養殖水産物の伝染病や農作物の病害虫の発生予防・まん延防止

○入出荷記録の作成・保存による食品トレーサビリティの促進

＜主な内容＞

次の各分野について、都道府県等が地域の実態を踏まえて具体的な目標を設定し、そ

の目標を達成するために必要な事業を実施することに対し支援します。

（１）国産農畜水産物の安全性の向上

（２）鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病やジャガイモシロシストセンチュウ、ミ

カンコミバエ等の病害虫の発生予防・まん延防止

（３）食品トレーサビリティの普及促進

交付率：10／10、９／10以内、１／２以内、１／３以内

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者団体等

[お問い合わせ先：消費・安全局総務課 （０３－３５９１－４８３０)]

［平成28年度予算の概要］



47 家畜衛生等総合対策
【５，５４６（５，５４７）百万円】

対策のポイント
畜産振興及び畜産物の安定供給を図るため、口蹄疫や高病原性鳥インフル

エンザ等の家畜の伝染性疾病等の発生予防・まん延防止対策を徹底し、それ
を支える産業動物獣医師の育成・確保を図ります。

＜背景／課題＞
・口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等については、近隣のアジア諸国では継続的に発

生しており、人や物、渡り鳥等を介した我が国への侵入リスクは依然として極めて高
い状況にあることから、引き続き、家畜の伝染性疾病等の発生予防・まん延防止対策
を徹底することが重要です。

・また、これらの対策を徹底させるためには、産業動物獣医師を育成・確保し、必要な
産業動物獣医師数を確保できない地域を解消することが必要です。

政策目標
○家畜の伝染性疾病等の発生予防・まん延防止対策の徹底
○産業動物分野に就業する獣医師の地域偏在の解消

＜主な内容＞
１．家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止 ４，８７３（５，０１６）百万円
（１）家畜疾病発生時においても、相互に貿易が継続できる仕組みの構築を進めるなど、

畜産物の輸出促進に資するよう、近年発生が増加している牛白血病や牛ウイルス性
下痢粘膜病等の家畜の伝染性疾病の清浄化対策を推進するとともに、野生動物にお
ける伝染性疾病の監視、国際共同研究による防疫体制の強化等を行います。

また、ＰＥＤ（豚流行性下痢）のワクチン等必要な製剤を選定し、需要量急増に
備えた保管等を支援します。

（２）口蹄疫等の発生時に防疫措置が迅速・的確に講じられるよう、家畜伝染病予防法
に基づき、防疫に要する経費の支援、手当金・特別手当金の交付等を行います。

委託費、補助率：10／10、１／２等
委託先、事業実施主体：都道府県、民間団体等

２．家畜の伝染性疾病の海外からの侵入防止 ４５７（２９９）百万円
人や物を介した口蹄疫等の伝染性疾病の我が国への侵入を防止するため、家畜伝

染病予防法に基づき、入国者への質問や携帯品の消毒を行うとともに、検疫探知犬
を増頭するなど、水際での防疫措置の徹底を図ります。

事業実施主体：動物検疫所

３．産業動物獣医師の育成・確保 １５４（１４８）百万円
産業動物獣医師の育成・確保のため、地域の産業動物獣医師を志す獣医学生や獣

医大学への入学者に対する修学資金及び入学金等の貸与、獣医師への職場復帰・再
就職支援等を実施します。

補助率：１／２以内等
事業実施主体：民間団体等

４．水産防疫体制の充実・強化 ６３（８５）百万円
疾病のリスクに応じた防疫対策の強化を図るため、クルマエビ・カキ等の疾病の

国内への侵入リスク等を評価し、リスク管理措置を実施するための科学的データを
収集するとともに、診断・予防・まん延防止等に係る技術開発等を行います。

委託費
委託先：民間団体等

お問い合わせ先：
１、２の事業 消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－５９９４）
３、４の事業 消費・安全局畜水産安全管理課 （０３－６７４４－２１０３）

［平成28年度予算の概要］



48 食品の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
【５８９（８３７）百万円】

対策のポイント
食品の安全に係るリスク管理等を総合的に推進するため、①有害化学物質

・微生物の汚染実態調査、②生産資材の調査・試験や分析・試験方法の開発
等を実施します。

＜背景／課題＞
・食品の安全性を向上させるためには、生産から消費まで、科学的根拠に基づきリスク

管理を行っていくことが重要です。
・このため、有害化学物質・微生物の汚染実態を踏まえた安全性向上対策の策定、生産

資材（農薬や肥料、飼料・飼料添加物、動物用医薬品）の調査や試験等に基づく使用
基準や残留基準値等の設定・見直し等を行っていくことが必要です。

政策目標
○特定の有害化学物質・微生物の摂取量が許容範囲を超えないように抑制
○生産資材の使用基準や残留基準値等の設定・見直し等を実施

＜主な内容＞
１．有害化学物質・微生物リスク管理基礎調査事業 １９１（２４４）百万円

食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼす可能性のある有害化学物質・微生物につ
いて汚染実態を調査し、必要に応じて安全性向上対策を検討します。

委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等

２．食品の生産資材安全確保総合対策事業 ３９８（５９２）百万円
生産資材の使用基準や残留基準値等の設定・見直し等を行うための調査・試験や

分析・試験方法の開発等を実施します。
また、遺伝子組換え等の新技術を応用したワクチンの実用化に必要な安全性、有

効性を確認する試験等を行います。

委託費、補助率：定額
委託先、事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：消費・安全局
１の事業 食品安全政策課 （０３－６７４４－２１３５）
２の事業のうち

農薬・肥料 農産安全管理課 （０３－３５９１－６５８５）
飼料・動物用医薬品 畜水産安全管理課 （０３－６７４４－２１０３）

［平成28年度予算の概要］



49 産地偽装等取締強化対策
【２５９（２６６）百万円】

対策のポイント

悪質な産地偽装等が後を絶たない中、効率的・効果的な食品表示の監視を実

施するため、食品の科学的分析による原産地判別等の結果を活用した取締りを

強化します。

＜背景／課題＞

・輸入食品の産地偽装等が後を絶たない中、食品表示監視業務において、産地偽装の取締

りを強化していくことが必要です。

・そのためには、民間の分析機関での原産地判別に係る分析や、販売されている牛肉に牛

の個体識別情報が適切に伝達、表示されているかどうかを科学的に確認していくことが

大切です。

政策目標

○生鮮食品の「原産地」の不適正表示率及び加工食品の「義務表示事項」の

不適正表示率（10％以下（平成28年度））

○ＤＮＡ鑑定による牛肉の個体識別情報の正確な伝達の確保

＜主な内容＞

１．産地表示適正化対策事業 １５（２１）百万円

不適正な原産地が表示されているおそれのある商品や品目に対する取締りの一環と

して、原産地判別のための科学的分析を行います。

委託費

委託先：民間団体等

２．牛肉トレーサビリティ業務事業 ２４４（２４５）百万円

国内でと畜される年間約120万頭の全ての牛枝肉から採取・保管された照合用サンプ

ルと、小売店等から購入した牛肉とを照合し、その同一性をＤＮＡ分析により鑑定し

ます。

委託費

委託先：民間団体等

お問い合わせ先：

１の事業 消費・安全局消費者行政課 （０３－６７４４－２１００）

２の事業 消費・安全局消費者行政課 （０３－６７４４－２１０１）

［平成28年度予算の概要］



50 食品リサイクル促進等総合対策事業
【７７（１１１）百万円】

対策のポイント
製造業者・卸売業者・小売業者等による食品ロス削減のための取組と併せ

て、リサイクルが低迷している小売業・外食産業における食品廃棄物等の再
生利用の取組等を促進します。

＜背景／課題＞
・我が国の食品産業においては、年間1,916万トンの食品廃棄物等が排出され、このう

ち本来食べられるにもかかわらず廃棄される「食品ロス」が331万トン発生している
と推計されています。また、食品産業全体では、食品廃棄物の再生利用等実施率が85％
に達するものの、食品廃棄物の分別が困難であるなどの理由から食品小売業や外食産
業では再生利用等実施率が低迷しています。

・世界で約８億人の人々が栄養不足状態にある中、「もったいない」の発祥の地である
我が国において食品ロスの削減や食品廃棄物のリサイクル推進は喫緊の課題となって
います。

政策目標
食品廃棄物等の再生利用等実施率の目標達成

（食品製造業95％、食品卸売業70％、食品小売業55％、外食産業50％）

＜主な内容＞
１．食品ロス削減国民運動の展開 ２４（３６）百万円

食品関連事業者による商慣習の見直し等の食品ロス削減に向けた取組について、
その効果や実施に当たってのポイント等を分析・整理し、他の事業者による食品ロ
ス削減の実践を促す取組やフードバンク活動 を行う団体が食品関連事業者からの※１

信頼を向上させ食品の受入量拡大を図る取組等を支援します。
※１ フードバンク活動とは、包装の印字ミスなど、食品の品質には問題ないが、通常の販売が困難

な食品をNPO法人等が食品メーカー等から引き取り、福祉施設等へ無償提供するボランティア活動

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞
○ ６府省（内閣府、消費者庁、文科省、農水省、経産省、環境省）

・「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」を構成する６府省が連携し、官民をあげ
て食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）を展開

２．食品流通の川下における食品廃棄物の再生利用等の促進 ２５（３３）百万円
食品小売業者や外食事業者が、再生利用事業者、農業者と連携して、食品廃棄物

のメタン化及びメタン発酵消化液 の肥料利用を行うための取組を支援します。※２

また、外食産業における収集運搬の効率化や新たな技術の導入等による再生利用、
減量の効果等を分析・整理し、普及する取組を支援します。
※２ メタン発酵消化液とは、有機物をメタン発酵処理し、バイオガスをとった後に残る肥料成分を

多く含む液体

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
食料産業局バイオマス循環資源課 （０３－６７４４－２０６６）

［平成28年度予算の概要］



現状と課題 対 応

○ 食品産業における「食品ロス」は年間331万ト
ン発生

○ 食品廃棄物の分別が困難であるなどの理由
から食品流通の川下では再生利用等実施率が
低迷

新たな基本方針を踏まえ、

○ 製造業者・卸売業者・小売業者等による食品ロ
ス削減のための取組を促進

○ リサイクルが低迷している外食産業における食
品廃棄物の再生利用の取組等を促進

平成28年度予算概算決定額 ７７（111）百万円

食品産業における食品ロス削減の促進 食品流通の川下における食品廃棄物の再生利用等の促進

収集運搬の効率化や新たな技術の導入等により再生利用、減
量に効果があった取組等を分析・整理し、その内容を広く普及。

商慣習の見直し等により廃棄コストが軽減された取組等を分
析・整理し、その内容を広く普及。

【分析・整理の内容】
・取組を行ったことによるコスト削減効果
・再生利用事業者、農業者といったリサイクル関係者との調
整の際の留意点 等

【普及の手法】
・整理した内容を取りまとめ食品リサイクルマニュアルを作成

・外食事業者向けのセミナー等を開催し、作成した食品リサ
イクルマニュアルを普及

具体的内容

【分析・整理の内容】
・コスト削減効果、追加コスト発生等のメリット・デメリット
・商慣習の見直しに向けた関係者との調整の際のポイント
等

食品リサイクル法に基づく
新たな基本方針を策定

（平成27年７月）

【普及の手法】

・整理した内容を実践的なモデルとし、セミナー等を通じ
て事業者に広く普及

事業内容 事業内容

事業者自身による主体的な取組を促進し、食品産業の体質強化へつなげる

具体的内容

新たに以下の取組を拡充

食品リサイクル促進等総合対策事業



51 日本型直接支払
【７６，９６０（７９，８５９）百万円】

対策のポイント
農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動、中山

間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を支

援します。

＜背景／課題＞

・農業・農村は、国土保全、水源かん養、自然環境保全、景観形成等の多面的機能を有

しており、その利益は広く国民全体が享受しています。

・しかしながら、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動等によ

って支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。

・また、地域の共同活動の困難化に伴い、担い手への水路、農道等の地域資源の維持管

理の負担が増大し、担い手による規模拡大が阻害されることが懸念される状況にあり

ます。

・このため、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業・

農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対する支援を行い、多面

的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに、担い手の育成等構造改革を

後押ししていく必要があります。

政策目標
地域の共同活動、中山間地域等での農業生産活動、自然環境の保全に資す

る農業生産活動による農業・農村の多面的機能の発揮に向けた取組の着実な

推進

＜主な内容＞

１．多面的機能支払交付金 ４８，２５１（４８，２５１）百万円

（１）農地維持支払
農業者等による組織が取り組む水路の泥上げや農道の路面維持など地域資源の

基礎的保全活動、農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化等、多面的機能を

支える共同活動を支援します。

補助率：定額（都府県の田：3,000円/10a等）

事業実施主体：農業者等の組織する団体

（２）資源向上支払
地域住民を含む組織が取り組む水路、農道等の軽微な補修や植栽による景観形

成など農村環境の良好な保全を始めとする地域資源の質的向上を図る共同活動、

施設の長寿命化のための活動を支援します。

補助率：定額（都府県の田（地域資源の質的向上を図る共同活動）：2,400円/10a等

都府県の田（施設の長寿命化のための活動）：4,400円/10a等）

事業実施主体：農業者等の組織する団体

［平成28年度予算の概要］



［平成28年度予算の概要］

２．中山間地域等直接支払交付金 ２６，３００（２９，０００）百万円
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正するため、将来に向けて農業

生産活動を維持するための活動を支援します。

第４期対策（平成27年度～31年度）では、新たな人材の確保や集落間で連携した活

動体制づくりを後押ししつつ、とりわけ条件の厳しい超急傾斜地の農用地の保全・

活用に関する活動への支援を強化します。

補助率：定額（田（急傾斜）：21,000円/10a、畑（急傾斜）：11,500円/10a等）

事業実施主体：農業者の組織する団体等

３．環境保全型農業直接支払交付金 ２，４１０（２，６０９）百万円
農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減

する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を

支援します。

補助率：定額（緑肥の作付：8,000円/10a等）

事業実施主体：農業者の組織する団体等

お問い合わせ先：

１の事業 農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－２４４７）

２の事業 農村振興局地域振興課 （０３－３５０１－８３５９）

３の事業 生産局農業環境対策課 （０３－６７４４－０４９９）



多面的機能支払交付金
４６，７５１ （ ４５，２９９ ）百万円

多面的機能支払制度の概要

地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、
農道等）の質的向上を図る活動を支援

○ 資源向上支払

【対象者】
農業者のみ又は農業者及びその他の者（地域住民、団体等）で構成する活動組織

【対象活動】
・農地法面の草刈、水路の泥上げ、農道の路面維持等の地域資源の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成 等

◎ 単価表（単位：円/10a）

【多面的機能支払推進交付金】 １，５００ （ ２，９５２ ）百万円

都道府県、市町村及び推進組織による事業の推進を支援

都府県 北海道

①農地維持支払

②資源向上支払
※１

③資源向上支払
※２，３

①農地維持支払

②資源向上支払
※１

③資源向上支払
※２，３

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400

畑※４ 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600

草地 250 240 400 130 120 400

［農地・水保全管理支払の５年以上継続地区等は、②に75％単価を適用］

※１：②の資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：水路や農道などの施設の老朽化部分の補修や施設の更新
※３：①､②と併せて③の施設の長寿命化のための活動に取り組む地域は､③(都府県の田：4,400円/10a等)が加算され､②に75％単価を適用
※４：畑には樹園地を含む

地域資源の質的向
上を図る共同活動

地域資源の質的向
上を図る共同活動

施設の長寿命化の
ための活動

【平成28年度予算概算決定額 ４８，２５１ （ ４８，２５１ ）百万円】

【対象者】
農業者及びその他の者（地域住民、団体等）で構成する活動組織

【対象活動】
・ 地域資源の質的向上を図る共同活動

（水路、農道、ため池の軽微な補修、農村環境保全活動の幅広い展開等）

・ 施設の長寿命化のための活動

水路の泥上げ農地法面の草刈り ため池の草刈り 農道の路面維持

水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除植栽活動

○ 農地維持支払

施設の長寿命化の
ための活動



中山間地域等の農業生産条件の不利を補正することにより、農業生産活動を将来
に向けて維持する活動を支援

【対象地域】

中山間地域等直接支払制度の概要

中山間地域等直接支払交付金
２６，０００ （２８，４７５）百万円

【中山間地域等直接支払推進交付金】 ３００ （５２５）百万円

都道府県、市町村等による事業の推進を支援

【対象者】

地域振興８法等指定地域及び知事が定める特認地域 特定農山村法、山村振興法、過疎法、 半島振興法、
離島振興法、 沖縄振興法、奄美群島法、小笠原諸島法、
東日本大震災復興特別区域法

集落協定又は個別協定に基づき５年以上継続して耕作を行う農業者等

10m

0.5
m

水田：急傾斜（傾斜：1/20）

21,000円/10a

地目 区分
交付単価
円/10a

田
急傾斜（1/20～） 21,000

緩傾斜（1/100～） 8,000

畑
急傾斜（15度～） 11,500

緩傾斜（８度～） 3,500

10m

2.7
m

畑：急傾斜（傾斜：15°）

11,500円/10a

【平成28年度予算概算決定額 ２６，３００ （ ２９，０００ ）百万円】

【主な交付単価】

【集落連携・機能維持加算】 【超急傾斜農地保全管理加算】

超急傾斜地（田：1/10以上、畑：20度以上）
の農用地について、その保全や有効活用に取
り組む集落を支援

超急傾斜

急傾斜

緩傾斜

【集落協定に基づく活動】

○ 集落等を単位として、農地の管理方法や役割分担を取り決めた協定を締結し、それに基づき行われる

農業生産活動等を支援するため、面積に応じて一定額を交付

○ 交付金の配分方法は集落内の話合いで決定

① 農業生産活動等を継続するための活動（農作業委託等による耕作放棄の防止、鳥獣害対策等）

② 体制整備のための前向きな取組

【加算措置】

◎ 高齢化や人口減少により、農業生産活動の継続に支障が生じることが懸念されている中山間
地域等において、地域の農業や集落機能などが維持されるために追加的に措置

①広域で集落協定を締結し、
将来の集落維持に向けた
活動を支援

②小規模・高齢化集落の農用地の生産維持を支援

協定集落が小規模・高齢化集落の農用地を取り

込んだ形で行う農業生産活動を支援

石積みのある
超急傾斜地

共同育苗

広域の集落協定を締結

Ａ 集 落

Ｂ 集 落 Ｃ 集 落
農作業の共同化地目にかかわらず

3,000円/10a

複数集落が連携した広

域の集落協定を対象に、

人材確保や集落間の連携

活動体制づくりを支援

田 畑

4,500円/10a 1,800円/10a

［単価］

［単価］

［単価］

田・畑

6,000円/10a

（生産性向上の取組、女性・若者等の参画、持続可能な生産体制の構築）



【環境保全型農業直接支払推進交付金】 １００ （１３９）百万円

都道府県、市町村等による事業の推進を支援

環境保全型農業直接支払制度の概要

【平成28年度予算概算決定額 ２，４１０ （２，６０９）百万円】

環境保全型農業直接支払交付金
２，３１０ （２，４７０）百万円

農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、自然環境の保全に資する

農業生産活動を支援

全国共通取組

対象取組 交付単価

緑肥の作付け 8,000円/10a

堆肥の施用 4,400円/10a

有機農業
（うちそば等雑穀・飼料作物）

8,000円/10a
（3,000円/10a）

地域特認取組の例

対象取組 交付単価

IPM※1を実践する取組
4,000円/10a

～8,000円/10a※2

冬期湛水管理※3 8,000円/10a

生物多様性保全に効果の高い
営農活動への支援

支援対象となる取組の例

様々な生物を地域で育み
生物多様性保全に貢献

化学肥料・化学合成農薬を使用しない取組

地球温暖化防止に効果の高い
営農活動への支援

支援対象となる取組の例

土壌中に炭素を貯留し
地球温暖化防止に貢献

５割低減の取組の前後のいずれかに緑肥
の作付けや堆肥を施用する取組

※ 上記の取組（全国共通取組）のほか、地域の環境や農業の実態を勘案した上で都道府県が申請を行
い、地域を限定して支援の対象とする地域特認取組を設定

有機農業緑肥の作付け 堆肥の施用

※1：IPMとは、総合的病害虫・
雑草管理のこと。病害虫の発
生状況に応じて、天敵（生物
的防除）等の防除方法を適切
に組み合わせ、環境への負荷
を低減しつつ、病害虫の発生
を抑制する防除技術

※2：対象作物や交付単価は道県
により異なる

※3：冬期間の水田に一定期間水
を張り、水田地帯の多様な生
き物を育む取組

【 対象者 】

農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等

【 支援対象活動 】
化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止

や生物多様性保全に効果の高い営農活動

※ 農業者の組織する団体等は、これらの対象取組に加え、自然環境の保全に資する農業生産活動を推進する

ための活動（技術向上や理解促進に係る活動等）を実施

【 支援単価 】
自然環境の保全に資する農業生産活動の実施に伴う追加的コストを支援



52 離島漁業再生支援交付金
【１，２０６（１，２０６）百万円】

対策のポイント
・条件不利地域であり、漁業者の減少や高齢化が進展する離島において、漁
場の生産力の向上など漁業再生活動を支援します。
・また、離島の新規漁業就業者に対する漁船・漁具等のリースの取組を支援
します。

＜背景／課題＞
・離島漁業は離島経済を支える基盤的産業であるとともに、離島は荒天時の避難先や燃
油・水の補給地などとして、我が国漁業者の前進基地となっており、離島漁業の維持
・発展は我が国漁業にとって重要な課題です。

・一方、離島は漁獲物の販売・漁業資材の取得など販売・生産面では不利な条件下にあ
り、漁業就業者の減少・高齢化も進行しています。

・このような厳しい状況にある離島漁業が衰退すれば、最終的には無人離島に陥り、広
大な排他的経済水域の管理にも支障が生じるおそれがあります。

・このため、国と地域がそれぞれの役割に応じて離島集落の地域活動に対し支援を行い、
各島の特性を最大限活用しつつ、離島漁業を維持・再生させていくことが必要です。

政策目標
離島の漁業集落が漁業再生のために行う取組等により、離島漁業者の漁業

所得を維持

＜主な内容＞
１．離島漁業再生支援交付金 １，１５６（１，１５６）百万円
（１）基本交付金

離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特別措置法の対象地域のうち、
本土と架橋で結ばれていないなど、一定以上の不利性を有する離島を対象として、
漁場の生産力の向上など漁業の再生に共同で取り組む漁業集落に交付金（１集落
（20世帯相当）当たり国費136万円）を交付します。

（２）新規就業者特別対策交付金
初期投資負担を軽減し、新規漁業就業者の定着を図るため、離島の新規漁業就

業者に対する漁船・漁具等のリースの取組を支援します。

２．離島漁業再生支援推進交付金 ５０（５０）百万円
都道府県、市町村が実施する交付金の交付に関する説明会の開催、集落協定や実

施状況報告書等の審査・確認、集落の状況を踏まえた目標設定のための調査及び指
導等を行うための事務経費などを支援します。

交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：地方公共団体

［お問い合わせ先: 水産庁防災漁村課（０３－６７４４－２３９２）］

［平成28年度予算の概要］



【集落協定に基づき次の取組活動を実施】

（基本交付金） （１集落（20世帯相当）当たり国費136万円）

①漁業の再生に関する話合い
②漁場の生産力向上のための取組
種苗放流、漁場の管理・改善、
産卵場・育成場の整備 等

③漁業の再生に関する実践的な取組
新たな漁具・漁法の導入、
新規漁業への着業、
流通体制の改善、高付加価値化、
販路拡大 等

（新規就業者特別対策交付金）
（モデル：１隻（4.9ｔ・中古漁船相当）当たり国費125万円）

新規漁業就業者への漁船・漁具等
のリースの取組

離島漁業再生支援交付金【平成2８年度予算概算決定額 １，２０６（ １，２０６ ）百万円】

【離島漁業再生支援推進交付金】 ５０（５０）百万円 都道府県、市町村による事業の推進を支援。

【離島漁業再生支援交付金】 １，１５６ （ １，１５６ ）百万円

【対象地域】

離島振興法の指定地域と沖縄・奄美・小笠原の各特別措置法の対象地域のうち、本土と架橋で結ばれていないなど、一定
以上の不利性を有する離島を対象。

水
産
庁

都
道
府
県

漁
業
集
落

市
町
村

⑧交付金交付
（国）

⑦交付申請

②促進計画
の承認

⑨交付金交付
（国＋県）

①促進計画
の提出

⑥交付申請

④集落協定
の認定

⑩交付金交付
（国＋県＋市）

③集落協定
の提出

⑤交付申請

【事業の仕組み】

アワビの種苗放流

サワラ高付加価値化

第３期対策
（平成27年度～平成31年度）

・ 共同で漁業再生活動に取り組む離島の漁業集落（地区）に対し、交付金による支援を実施。
・ 新規漁業就業者への漁船・漁具等のリースの取組を支援する「新規就業者特別対策交付
金」を実施。



53 農山漁村振興交付金［新規］
【８，０００（－）百万円】

対策のポイント
農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した観光・教育・福祉等の取組や農

山漁村への定住等を促進し、農山漁村の振興を図ります。

＜背景／課題＞
・農山漁村においては、人口の減少・高齢化等に伴い、小規模集落の増加や地域コミュ

ニティの活力低下が進み、地域経済が低迷する一方、都市住民においては、付加価値
の高い観光・教育・福祉等へのニ－ズが増大するとともに、地域の絆を重視する傾向
が生じています。

・このため、農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流
等を推進する取組や地域資源を活用した雇用の増大等に向けた取組及び農山漁村にお
ける定住を図るための取組等を総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進します。

政策目標
平成32年度までに、都市と農山漁村の交流人口を1,300万人まで増加させる

ことなどにより、農山漁村の自立発展を目指す。

＜主な内容＞
１．都市農村共生・対流及び地域活性化対策 １，９１５（－）百万円

農山漁村の持つ豊かな自然や｢食｣を観光･教育･福祉等に活用する地域の活動計画
づくりや手づくり活動、意欲ある都市の若者等の地域外の人材を長期的に受け入れ
る取組、地域を越えた人材の活用や優良事例の情報受発信など、地域資源を活用す
る取組を支援します。

２．山村活性化対策 ７５０（－）百万円
特色のある豊かな地域資源を有する山村の雇用の増大等に向け、薪炭・山菜等の

山村の地域資源等の潜在力を再評価し活用する取組を支援します。

３．農山漁村活性化整備対策 ５，３３５（－）百万円
市町村等が作成した定住・交流促進のための計画の実現に向けて、農産物加工・

販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援します。

※ 重点対策として､子ども農山漁村交流､「農」と福祉の連携､農観連携等を実施。

補助率：定額、１／２以内等
事業実施主体：都道府県、市町村、地域協議会、農林漁業者の組織する団体等

お問い合わせ先：
都市農村共生・対流に関すること

農村振興局都市農村交流課 （０３－３５０２－５９４６）
地域活性化に関すること

農村振興局農村計画課 （０３－６７４４－２２０３）
山村活性化に関すること

農村振興局地域振興課 （０３－６７４４－２４９８）
農山漁村活性化整備対策に関すること

農村振興局地域整備課 （０３－３５０１－０８１４）

［平成28年度予算の概要］



【平成２８年度予算概算決定額：８,０００ （－）百万円】

○ 農山漁村においては、人口の減少・高齢化等に伴い、小規模集落の増加や地域コミュニティの活力低下が進み、地域経済が低迷する
一方、都市住民においては、付加価値の高い観光・教育・福祉等へのニ－ズが増大。

○ このため、農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流等を推進する取組、地域資源を活用した雇用の
増大等に向けた取組、農山漁村における定住を図るための取組等を総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進。

農山漁村振興交付金

農山漁村振興交付金

小 学 校

農山漁村における
農林漁業体験・宿泊体験

都市農村共生・対流及び地域活性化対策

山村活性化対策

○実施主体：市町村等

○実施期間：上限３年

○補助率 ：定額 (１地区当たり上限１,000万円)

農山漁村活性化整備対策

子どもたちの農業体験 外国人の農村体験

地域産品の加工・商品化

高齢者生きがい農園

活動計画づくり

農山漁村における
農林漁業体験・宿泊体験

味噌加工施設

農林漁業の振興を図る生産
施設等の整備を支援

生産施設等

生活環境施設

良好な生活の場である農山
漁村の生活環境整備を支援

地域間交流拠点施設

都市住民の一時的・短期的
滞在等の交流拠点の整備を
支援

農産物直売施設

農林水産物処理加工･集出荷貯
蔵施設、育苗施設 等

簡易給排水施設、防災安全施設、
農山漁村定住促進施設 等

廃校・廃屋等改修交流施設、
農林漁業・農山漁村体験施設、
地域連携販売力強化施設 等

定住希望者の一時滞在施設

主な重点プロジェクト

○実施主体：地域協議会（市町村が参画）

○実施期間：

都市農村共生・対流支援対策：上限2年

地域活性化対策 ：上限5年

人材活用対策 ：上限3年

○補助率：定額

都市農村共生・対流支援対策：上限800万円

及び地域活性化対策

人材活用対策 ：上限250万円

○実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者の組織する団体等

○実施期間：上限５年

○補助率 ：１／２以内等

○ 市町村等が作成した定住・交流促進のための計画
の実現に必要な施設等の整備を支援

○ 特色ある豊かな地域資源を有する山村の
雇用の増大等に向け、薪炭・山菜等の山村
の地域資源等の潜在力を再評価し活用する
取組を支援

○ 農山漁村の持つ豊かな自然や｢食｣を観光･教育･福祉等に活用する
地域の活動計画づくりや手づくり活動、意欲ある都市の若者等の地
域外の人材を長期的に受け入れる取組、地域を越えた人材の活用や
優良事例の情報受発信など、地域資源を活用する取組を支援

子ども農山漁村
交流プロジェクト

（総務省、文部科学省と連携）

子どもの農山漁村での宿泊
による農林漁業体験や自然
体験活動等を推進

「農」と福祉の
連携プロジェクト

（ 厚生労働省と連携 ）

高齢者や障害者、生活困窮
者等を対象とした福祉農園
の拡大・定着を推進

農観連携
プロジェクト

（ 観光庁と連携 ）

グリーン・ツーリズムと
他の観光の組合せや、訪
日外国人旅行者の農山漁
村への呼び込みを推進

空き家・廃校活用
交流プロジェクト

（ 総務省、文部科学省、
国土交通省、厚生労働省と連携）

空き家・廃校等を活用し
た定住希望者の受け皿や
集落拠点施設等の整備を
支援

※その他、地方創生や重点
「道の駅」等の取組と連携



54 美しい農村再生支援事業
【９６（３００）百万円】

対策のポイント
農村の棚田や疏水等の有する美しい景観や伝統等の総合的な価値を農村の

付加価値として新たに蘇らせ、農業・農村の活性化を図る取組を支援します。

＜背景／課題＞
・地域に受け継がれてきた棚田、疏水等は、日本社会の形成過程や伝統文化、経験に裏
打ちされた持続可能な資源管理の方法など、農村の総合的な価値を構成していますが、
現代においてはその価値が希少化するとともに、保全・継承が困難化しています。

・農村の景観、伝統等の価値の現代的な意義を評価し、現代及び将来の日本社会に提供
する農村の付加価値として再生するとともに、美しく伝統ある農村を次世代に継承す
る取組を支援する必要があります。

政策目標
平成29年度までに50地域で、農村の総合的な価値の再生・継承に向けた取

組を実施（平成26年度～29年度）

＜主な内容＞
日本の棚田百選、疏水百選のうち法律に基づく景観保全等に取り組む地区、国際連合

食糧農業機関（ＦＡＯ）が認定した世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）に該当する地域を対象
に以下の支援を行います。

１．農村の価値の向上・継承 ６６（２６０）百万円
農村の有する景観や伝統等に着目し、地域住民を巻き込みながら、農村の総合的

な価値を向上・継承するための活動計画づくり・体制づくりや、地域産品のブラン
ド化等の地域活性化の取組の立上げを支援します。

補助率：定額（１計画当たり上限600万円等）

事業実施主体：市町村等

２．残したい農村資源の保全・復元 ３０（４０）百万円
体制づくりや取組の立上げ等の上記１の活動に併せて必要となる棚田や疏水等の

農村資源の整備を支援します。
補助率：１／２等（１計画当たり上限1,700万円）

事業実施主体：市町村等

［お問い合わせ先：農村振興局地域振興課 （０３－３５０１－８３５９）]

［平成28年度予算の概要］



55 都市農業機能発揮対策事業
【１９１（１９１）百万円】

対策のポイント
都市農業が多様な機能を発揮していけるよう、都市農業の振興に向けた調

査・検討等を進めるとともに、都市農業の新たな取組である福祉農園につい
て、先進事例の創出等を推進します。

＜背景／課題＞
・都市農業が多様な機能を発揮していけるよう、都市農業の振興に向けた取組が求めら
れています。

・こうした中、平成27年４月に制定された都市農業振興基本法においても、都市農業の
振興に必要な措置を講じるよう定められております。

・このため、関係省庁と連携して、都市農業に関する制度の調査・検討や、都市農業の
意義の啓発、新たな取組である福祉農園の拡大・定着等を進めるとともに、東日本大震
災を契機として、実践的な機能の強化が求められている防災協力農地（災害時に避難
地等となる農地）の具体化と横展開を進めていく必要があります。

政策目標
都市住民の中での都市農業に対する肯定的評価の拡大
（意識意向調査による肯定的評価の割合（52％（平成23年度）→ 70％（平成32年度））

＜主な内容＞
１．都市農業についての制度検討

都市農業の多様な機能の発揮を促進するため、国土交通省と連携し、都市農業に
関する制度等について即地的、実証的に調査・検討を実施します。

委託費
委託先：地方公共団体等

２．都市農業の意義の周知
都市農業の多様な機能の発揮を推進するため、農業者、自治体、住民等を対象と

した専門家の派遣、講習会・啓発事業の開催等を支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．防災協力農地の機能の強化
実践的な機能の強化が求められる防災協力農地について、先進事例の創出と横展

開を推進します。
補助率：定額

事業実施主体：市町村、ＪＡ、ＮＰＯ法人等

４．福祉農園の開設支援
都市農業の新たな取組である福祉農園（障害者福祉農園、高齢者福祉農園等）に

ついて、制度検討から得られた知見を生かしつつ、厚生労働省や地方公共団体と連
携し、ソフト、ハードの両面から先進事例の創出と横展開を推進します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：ＮＰＯ法人、社会福祉法人、民間団体等

［お問い合わせ先：農村振興局都市農村交流課 （０３－３５０２－００３３）］

［平成28年度予算の概要］



都市農業機能発揮対策事業 【平成28年度予算概算決定額 １９１（１９１）百万円】

都市農業の機能発揮

（委託費）
（委託先：地方公共団体等）

都市農業の新たな取組である福祉農園（障害者福
祉農園、高齢者福祉農園等）について、ソフト、
ハードの両面から先進事例の創出と横展開を推進。

○福祉農園の全国への拡大・定着を推進。

○福祉農園の開設を支援。併せて、運営を担う人材育成を支援。

（補助率：定額）

（補助率：ハード・１／２以内 ＋ ソフト・定額）

福祉農園の開設支援

都
市
農
業
振
興
基
本
法
の
基
本
理
念
の
具
体
化
を
推
進

都市農業の意義の周知

農業者、自治体、住民等を対象とした専門家の派
遣や講習会・啓発事業の開催等を支援。

国土交通省と連携し、都市農業に関する制度等につい
て即地的、実証的に調査・検討を実施。

（事業実施主体：ＮＰＯ法人、社会福祉法人、民間団体等）
介護福祉施設での農園整備

現地における実証調査と検討

都市農業についての制度検討都市農業振興基本法
（平成27年４月制定）

〈目的〉
都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農
業の多様な機能の発揮を通じ良好な都市環境の
形成に資する

〈基本理念〉
・都市農業の多様な機能の発揮

・良好な市街地形成における農との共存

・国民の理解の下での施策の推進

（補助率：定額）（事業実施主体：民間団体等） 住民を対象とした啓発事業

防災協力農地の機能の強化

実践的な機能の強化が求められる防災協力農地に
ついて、先進事例（地区防災計画との連携、避難
訓練の実施、簡易な防災兼用施設の整備等）の創
出と横展開を推進。

（補助率：定額）（事業実施主体：市町村、ＪＡ、ＮＰＯ法人等） 都市農地にあるハウスを活用した炊き出し訓練

〈基本的施策〉
・農産物供給機能の向上、担い手の育成・確保
・防災等の機能の発揮
・的確な土地利用計画策定等のための施策
・税制上の措置
・地産地消の促進
・農作業体験の環境の整備（市民農園、福祉農園等）
・学校教育での活用
・国民の理解と関心の増進
・都市住民による知識・技術の習得の促進
・調査研究の推進

新鮮で安全な
農産物の供給

都市住民の農業
への理解の醸成

災害時の
防災空間

国土・環境
の保全

農業体験・
交流活動の場

心やすらぐ
緑地空間



56 農山漁村活性化再生可能エネルギー導入等促進対策
【６４３（１，０４２）百万円】

対策のポイント
地域主導で再生可能エネルギーを供給する取組を推進し、そのメリットを

地域に還元させることを通じて、地域の農林漁業の発展を促進します。

＜背景／課題＞
・地域の資源を活用した再生可能エネルギーの導入を図ることは、そのメリットが地域

に還元されることを通じて地域活性化に寄与することが期待されます。
・農山漁村に豊富に存在する資源を活用した再生可能エネルギーを最大限活用すること

により、地域の農林漁業の発展を促進し、農山漁村の活性化につなげていくことが重
要です。

・また、再生可能エネルギーの取組についての農山漁村特有の課題の解決を図り、農林
漁業者等の再生可能エネルギー事業への参画を進め、所得向上につなげる必要があり
ます。

政策目標
○再生可能エネルギー発電のメリットを活用して地域の農林漁業の発展を図
る取組を全国100地区以上実現（平成30年度）

○小水力発電等の再生可能エネルギーの導入に向けた施設設計等を年間約100
地域で実施（平成28年度）

＜主な内容＞
１．農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進事業 １０３（２０１）百万円
（１）事業化推進事業 ７１（１６９）百万円

発電事業に意欲を有する農林漁業者やその組織する団体（農業協同組合、森林
組合、漁業協同組合、土地改良区等）が行う事業構想の作成、導入可能性調査、
地域の合意形成、事業体の立ち上げ、資金計画の作成等の取組について、継続地
区を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

（２）事業化サポート事業 ３１（３１）百万円
発電技術・法令・制度等を習得するための研修会や個別相談の実施など事業構

想から運転開始に至るまでに必要なサポート、課題の克服方法等の共有を図るた
めのワークショップの開催等を通じ、再生可能エネルギーを活用して農山漁村の
活性化に取り組もうとする者にとっての共通のプラットフォームの構築を支援し
ます。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

２．農山漁村再生可能エネルギー地産地消型構想支援事業［新規］ ６０（－）百万円
農林漁業を中心とした地域内のエネルギー需給バランス調整システムの導入可

能性調査、再生可能エネルギー設備の導入の検討、地域主体の小売電気事業者の
設立の検討等を支援するとともに、そのノウハウの蓄積、他地域への普及を図り
ます。

補助率：定額
事業実施主体：地方公共団体と民間団体等からなる協議会

＜各省との連携＞
○ 環境省 ・地域のニーズや特性を活かした地域協働による低炭素地域づくりを

支援

［平成28年度予算の概要］



３．小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 ４８０（８３０）百万円
（１）小水力発電等の調査設計等への支援 １７０（４７３）百万円

小水力発電施設等の整備に係る適地選定、概略設計、各種法令に基づく協議等
の取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

（２）土地改良区等技術力向上支援 １８０（２２０）百万円
小水力発電施設等の導入に係る土地改良区等の技術力向上のための研修会や専

門技術者派遣による現地指導等の取組を支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（３）省エネ型集落排水施設実証への支援 １３０（１３８）百万円
農業集落排水施設の老朽化や維持管理費の増加に対応するため、省エネルギー

機器等の活用による更新整備技術の実証の取組を支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：
１、２の事業 食料産業局再生可能エネルギーグループ

（０３－６７４４－１５０８）
３の事業 農村振興局地域整備課 （０３－６７４４－２２０９）

［平成28年度予算の概要］



57 地域バイオマス産業化推進事業
【７００（７５１）百万円】

対策のポイント
地域のバイオマスを活用した産業化を推進し、環境にやさしく災害に強い

まち・むらづくりを目指すバイオマス産業都市の構築を支援します。

＜背景／課題＞

・地域のバイオマスを活用した産業化を推進するためには、関係事業者・自治体等の連

携により、経済性のある原料収集から製造・利用までの一貫システムを確立する必要

があります。

・７府省※ が共同で地域を選定し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環

境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指すバイオマス産業都市構想の実現に

向けた取組を連携して支援する必要があります。

※ ７府省とは、内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

政策目標
○約100地区でのバイオマス産業都市の構築（平成30年）

○約5,000億円規模のバイオマス関連産業の創出（平成32年）

＜主な内容＞

１．地域バイオマス産業化支援事業 ２５（２６）百万円

（１）地域段階の取組 １８（１８）百万円
バイオマス産業都市の構築を目指す地域（市町村・企業連合等）による構想づ

くりを支援します。

（２）全国段階の取組 ７（８）百万円
バイオマス産業都市等のネットワーク化と普及のための活動（データベース構

築、連絡協議会、シンポジウムの開催等）を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．地域バイオマス産業化整備事業 ６７５（７２５）百万円
バイオマス産業都市として選定された地域におけるプロジェクトの推進に必要な

施設整備を支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体等

＜各省との連携＞

○ ７府省が共同で地域を選定し、各府省の施策のマッチング等によりバイオマス産業

都市の構築を連携して支援

経済産業省：バイオマスエネルギーの導入を促進

国土交通省：下水汚泥の有効利用の促進

環 境 省：地球温暖化対策及び循環型社会の構築を推進

お問い合わせ先：

食料産業局バイオマス循環資源課 （０３－６７３８－６４７９）

［平成28年度予算の概要］
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バ イ オ マ ス を 活 用 し た 地 域 活 性 化

イメージ

平成28年度予算概算決定額
７００（７５１）百万円

○ バイオマス産業都市とは、経済性が確保された一貫システムを構築し、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした
環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域であり、関係７府省が共同で選定。

○ 本事業は、市町村や企業連合等によるバイオマス産業都市の構想づくりや、構想実現に必要な地域のバイオマスを活用
した産業化のための施設整備等の取組を支援。

・・・・本事業の支援対象
となる施設例

地域バイオマス産業化推進事業
～バイオマス産業を軸としたまちづくり ・むらづくり～



58 鳥獣被害防止対策の推進
【９，６５９（９，６５０）百万円】

（平成27年度補正予算 １,３００百万円）
対策のポイント
野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、地域関係者一体の被害対

策の取組や施設整備、ジビエ活用の推進、新技術の導入実証等を支援します。

＜背景／課題＞
・野生鳥獣の増加・拡大のため、農作物被害金額は年間約200億円となっています。
・野生鳥獣による被害は、経済的被害のみならず、営農・林業経営意欲の減退や耕作放
棄地の増加、森林の生物多様性の損失や土壌流出等の一因ともなっており、シカ、イ
ノシシ、サルの生息数等の半減の目標達成に向け、地域の実情に応じた対策が不可欠
となっています。

・このため、鳥獣被害対策実施隊の設置促進・活動強化など、捕獲に重点化した取組や
必要な施設の整備等を効果的・効率的に推進する必要があります。

・さらに、増加する捕獲個体の適切な処理を推進する観点から、ジビエの全国的な需要
拡大など、利活用の取組を推進することが重要です。

政策目標
○野生鳥獣を約50万頭捕獲※（平成28年度）（本事業によるシカ、イノシシの捕獲数の合計）
○野生鳥獣の食肉等への利用率を向上
（約14％（平成26年度）→30％（平成30年度）（捕獲個体のうち、利用される頭数の割合））

※ 平成24年度397万頭（シカ、イノシシ生息数推計）を平成35年度までに210万頭とするための平成28年度の捕獲目標

＜主な内容＞
１．鳥獣被害防止総合対策交付金 ９，５００（９，５００）百万円

（平成27年度補正予算 １，２００百万円）
市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組を総合的に支援します。具体的

には、
・侵入防止柵※、処理加工施設、捕獲技術高度化施設等の整備

※ 電気柵を施工する場合は、安全基準を遵守すること。

・捕獲機材の導入、追い払い等の地域ぐるみの被害防止活動
・捕獲を含めたサルの複合対策、他地域の人材を活用した捕獲、ＩＣＴ等を用いた実証
・捕獲活動の取組
・地域の指導者や被害対策の中核となるコーディネーターの育成等の取組
等へ支援するとともに、
新たに、ジビエの流通量確保と全国的な需要拡大のため、捕獲者から需要者まで

の関係者が一体となった普及啓発活動や情報共有体制の構築等の取組を支援します。
交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：地域協議会、民間団体等

２．シカによる森林被害緊急対策事業 １５９（１５０）百万円
（平成27年度補正予算 １００百万円）

シカによる森林被害が深刻な地域において、林業関係者が主体となって行う広域
かつ計画的な捕獲や効果的な防除、実施結果の検証等をモデル的に実施するととも
に、シカの侵入が危惧される地域等において、監視体制の強化を図ります。

補助率：定額
事業実施主体：国、都道府県等

＜各省との連携＞
○ 環境省 ・指定管理鳥獣捕獲等事業により、鳥獣の保護及び管理に係る人材育成、

都道府県によるシカ・イノシシの捕獲等の取組を支援
○ 内閣府 ・新型交付金（地方創生推進交付金）により、地域資源としてジビエを

利活用するための体制構築等の取組を支援

お問い合わせ先：
１の事業 農村振興局農村環境課鳥獣対策室（０３－３５９１－４９５８）
２の事業 林野庁研究指導課森林保護対策室（０３－３５０２－１０６３）

［平成28年度予算の概要］



実施隊への研修

○鳥獣被害対策実施隊、民間団体等による地域ぐるみの被害防止活動
（※実施隊、民間団体、新規地区が取り組む場合、定額支援（市町村当たり200万円以内等））

○捕獲を含めたサルの複合対策、他地域の人材を活用した捕獲、ICT等を用いた新技術実証
（※実施隊が取り組む場合、それぞれ市町村当たり100万円以内等を定額支援）

○都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術実証活動、人材育成活動等の取組
（※都道府県の取組に対して、都道府県当たり2,300万円以内を定額支援）

○捕獲活動経費の直接支援
（※獣種等に応じて捕獲１頭当たり8,000円以内等を支援）

○鳥獣被害対策の地域リーダーや対策の中核となるコーディネーター育成等のための研修
（※定額支援）

○ジビエの流通量の確保や需要拡大のための普及啓発活動、関係者間の情報共有等の取組（新規）
（※ジビエコンソーシアムの取組に対して定額支援）

捕獲機材の導入【交付率】
都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

（※条件により、一部定額支援あり）

ソフト対策

侵入防止柵
捕獲機材の導入

捕獲技術高度化施設処理加工施設【交付率】
都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
（※条件不利地域は55/100以内、沖縄は２／３以内。その他、条件により、一部定額支援あり）

○侵入防止柵等の被害防止施設
※侵入防止柵を自力施工する場合、資材費相当分を定額支援。なお、電気柵を施工する場合は、安全基準を遵守すること。

○鳥獣の食肉（ジビエ）等への処理加工施設、焼却施設、捕獲技術高度化施設（射撃場）
【事業実施主体】
地域協議会、地域協議会の構成員

ハード対策

【事業実施主体】
地域協議会、民間団体 等

ジビエ活用の推進

鳥獣被害防止総合対策交付金

野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、地域関係者が一体となった鳥獣被害防止
のための取組や施設の整備、ジビエ活用の取組等を支援します。

【平成28年度予算概算決定額：9,500（9,500）百万円】

シカによる森林被害緊急対策事業

シカ被害が深刻な地域において、林業関係者が主体となって行う広域的な捕獲や防除等をモデル的
に実施するとともに、シカの侵入が危惧される地域等において、監視体制の強化を図ります。

シカ被害の深刻な地域にお
いて、市町村や森林管理署
等から構成される広域の協
議会が計画を策定し、地域の
連携により囲いわな等による
捕獲や、防護柵設置等の防
除活動を実施。

（1）緊急捕獲等の実践

【事業実施主体】国、都道府県等
【補助率】定額

【事業内容】

シカの侵入が危惧される
地域等において、監視体
制の強化を図るため、ＧＰ
Ｓ首輪による行動追跡調
査、自動撮影カメラによる
シカの出没状況の調査等
を実施。

GPS首輪を用いた
行動追跡調査

囲いわなによる
捕獲

【平成28年度予算概算決定額：159（150）百万円】

鳥獣被害防止対策の推進

（2）捕獲強化のための行動把握

【事業内容】

【平成27年度補正予算：1,200百万円】

【平成27年度補正予算：100百万円】
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